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　広
瀬
大
忌
祭
と
龍
田
風
神
祭
は
、
神
祇
令
で
定
め
ら
れ
た
恒
例
の
祭
祀
の
う
ち
、
風
雨
の
順
調
を

祈
る
も
の
と
し
て
、
孟
夏
と
孟
秋
に
行
わ
れ
る
祭
祀
で
あ
る
。
す
で
に
こ
の
二
つ
の
祭
祀
に
つ
い
て

は
、
先
行
研
究
も
多
く
あ
る
が
、
両
社
は
大
和
川
を
挟
み
別
々
の
地
に
あ
る
の
に
、
な
ぜ
そ
の
二
つ

の
地
が
選
ば
れ
た
の
か
、
な
ぜ
そ
の
祭
祀
が
同
時
一
対
で
行
わ
れ
続
け
る
の
か
に
つ
い
て
は
説
明
さ

れ
て
い
な
い
。

　本
稿
で
は
、
ま
ず
『
日
本
書
紀
』
に
み
ら
れ
る
広
瀬
大
忌
祭
と
龍
田
風
神
祭
の
記
事
を
整
理
し
、

次
の
七
点
を
指
摘
し
た
。
①
天
武
四
年
以
降
、
広
瀬
・
龍
田
の
祭
り
は
基
本
的
に
毎
年
四
月
と
七
月

に
行
わ
れ
、
特
に
持
統
四
年
以
後
は
欠
け
る
こ
と
な
い
。
②
天
武
四
年
四
月
癸
未
条
の
初
見
記
事
に

の
み
、
龍
田
社
と
広
瀬
社
の
立
地
が
記
載
さ
れ
る
。
③
初
見
記
事
に
の
み
、
派
遣
さ
れ
た
使
者
が
記

載
さ
れ
る
。
④
龍
田
で
は
風
神
、広
瀬
で
は
大
忌
神
が
祭
ら
れ
る
。
⑤
天
武
八
年
四
月
己
未
条
よ
り
、

記
載
の
順
番
が
「
龍
田
・
広
瀬
」
か
ら
「
広
瀬
・
龍
田
」
に
な
る
。
⑥
持
統
紀
か
ら
は
「
遣
使
者
」

と
い
う
定
型
の
語
が
入
る
。
⑦
持
統
六
年
四
月
よ
り
、「
祭
」
が
「
祀
」
に
変
わ
る
。

　そ
れ
ぞ
れ
の
点
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
結
果
、
広
瀬
・
龍
田
の
両
社
が
国
家
の
意
図
に
よ
り
整

備
さ
れ
て
い
っ
た
過
程
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
敏
達
天
皇
の
広
瀬
殯
宮
が
置
か
れ
た
広
瀬
は
、
龍
田

に
比
べ
る
と
早
く
敏
達
天
皇
家
王
族
と
関
わ
り
を
持
つ
地
で
あ
っ
た
。
そ
の
河
川
交
通
の
利
便
性
が

重
視
さ
れ
、
六
御
県
神
と
山
口
神
を
合
祭
す
る
国
家
祭
祀
の
場
と
な
っ
た
。
一
方
の
龍
田
は
、
天
武
・

持
統
王
権
の
記
憶
の
中
で
は
な
か
な
か
制
し
難
い
地
域
で
あ
っ
た
。
龍
田
は
、
大
和
と
河
内
を
結
ぶ

交
通
上
の
要
所
で
あ
り
な
が
ら
通
過
に
は
困
難
が
伴
い
、
延
喜
祝
詞
式
に
よ
れ
ば
悪
風
を
な
す
神
が

所
在
す
る
地
で
あ
っ
た
。
龍
田
道
の
整
備
や
国
家
主
体
の
祭
祀
を
広
瀬
と
共
に
行
う
こ
と
は
、
そ
の

よ
う
な
龍
田
の
異
質
な
性
格
の
克
服
を
意
味
し
て
い
た
。
二
つ
の
地
域
は
農
耕
や
地
理
的
要
衝
と
い

う
古
代
国
家
の
基
盤
に
大
き
く
関
わ
る
要
素
を
有
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
一
つ
に
括
る
こ
と
が
重

要
で
あ
り
、
そ
の
組
み
合
わ
せ
は
存
続
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
祭
祀
を
同
時
一
対
で
行
う
こ

と
は
、
律
令
制
定
過
程
期
に
お
け
る
飛
鳥
を
中
心
と
し
た
大
和
盆
地
か
ら
、
河
内
へ
と
続
く
大
和
川

流
域
全
体
の
掌
握
を
象
徴
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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は
じ
め
に

　稲
作
の
伝
来
以
来
、
日
本
で
形
成
さ
れ
た
農
耕
社
会
に
は
水
は
欠
か
せ
な
い
も
の

で
あ
っ
た
。
古
代
日
本
を
水
田
一
元
史
観
で
は
解
明
で
き
な
い
も
の
の
、
稲
作
農
耕

は
国
家
の
人
民
・
土
地
支
配
の
政
策
上
、
非
常
に
大
き
な
割
合
を
し
め
て
い
た
こ
と

は
否
定
で
き
ず
、
五
穀
豊
穣
を
願
う
こ
と
、
そ
れ
自
体
が
国
家
の
安
定
を
願
う
こ
と

で
あ
っ
た
。
旱
害
・
水
害
は
、
そ
の
根
幹
を
ゆ
る
が
す
重
大
な
災
害
の
一
つ
で
あ
り
、

雨
を
求
め
る
（
あ
る
い
は
止
む
こ
と
を
願
う
）
呪
術
は
古
い
時
期
か
ら
行
わ
れ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　律
令
制
下
に
お
い
て
、
風
雨
の
順
調
を
直
接
的
に
重
視
し
た
祭
祀
に
は
二
種
類
あ

る
が
、
一
つ
は
恒
例
の
祭
祀
で
あ
る
広
瀬
大
忌
祭
・
龍
田
風
神
祭
、
も
う
一
つ
は
臨

時
に
行
わ
れ
る
祈
雨
（
止
雨
）
を
目
的
と
し
た
遣
使
・
奉
幣
で
あ
る
。  

　前
者
に
つ
い
て
は
、『
日
本
書
紀
』（
以
下
『
紀
』
と
略
す
）
天
武
四
年
（
六
七
五
）

四
月
癸
未
条
に
、
龍
田
の
立
野
と
広
瀬
の
河
曲
に
遣
使
し
祭
祀
を
行
っ
た
最
初
の
記

事
が
み
ら
れ
る
。
広
瀬
と
龍
田
に
お
け
る
祭
祀
は
、「
神
祇
令
」
や
『
延
喜
式
』
で

は
各
々
「
大
忌
祭
」「
風
神
祭
」
と
記
載
さ
れ
、
四
月
と
七
月
に
同
時
に
行
わ
れ
る

恒
例
の
祭
祀
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
図
は
、『
令
義
解
』
大
忌
祭
条
に

「
欲
レ
令
下
山
谷
水
変
成
二
甘
水
一
、
浸
潤
二
苗
稼
一
、
得
中
其
全
稔
上
。
故
有
二
此
祭
一
也
」、

同
じ
く
風
神
祭
条
に
「
欲
レ
令
二
沴
風
不
レ
吹
、
稼
穡
滋
登
一
。
故
有
二
此
祭
一
」
と
あ

る
よ
う
に
、
豊
穣
祈
願
に
あ
っ
た
。

　後
者
に
つ
い
て
は
、『
紀
』
天
武
五
年
是
夏
条
に

是
夏
、大
旱
。
遣
二
使
四
方
一
、以
捧
二
幣
帛
一
、祈
二
諸
神
祇
一
、亦
請
二
諸
僧
尼
一
、

祈
二
于
三
宝
一
。
然
不
レ
雨
。
由
レ
是
、
五
穀
不
レ
登
、
百
姓
飢
之
。

と
見
え
る
の
を
皮
切
り
に

（
（
（

、
史
書
や
日
記
類
か
ら
は
臨
時
に
そ
の
と
き
の
状
況
に
応

じ
て
、
神
祇
や
仏
教
に
祈
る
と
い
う
様
々
な
祈
雨
儀
礼
が
行
わ
れ
て
い
た
様
子
が
み

ら
れ
る

（
（
（

。
ま
た
、『
紀
』
持
統
七
年
（
六
九
三
）
四
月
丙
子
条
で
は
、

遣
二
大
夫
謁
者
一
、
詣
二
諸
社
一
、
祈
雨
。
又
遣
二
使
者
一
、
祀
三
広
瀬
大
忌
神
與
二

龍
田
風
神
一
。

と
あ
り
、
同
日
に
同
様
の
目
的
で
行
わ
れ
て
は
い
て
も
、
臨
時
の
も
の
と
恒
例
の
広

瀬
・
龍
田
社
の
祭
祀
を
ま
と
め
ず
に
「
又
」
と
併
記
し
て
い
る
。
臨
時
の
祭
と
恒
例

の
祭
は
混
同
さ
れ
て
い
な
い

（
（
（

。

　本
稿
で
は
、
そ
の
う
ち
恒
例
の
祭
祀
で
あ
る
広
瀬
大
忌
祭
と
龍
田
風
神
祭
に
つ
い

て
検
討
し
て
い
く
。
こ
の
二
つ
の
神
社
の
祭
祀
に
つ
い
て
は
、
数
多
の
論
者
に
よ
る

研
究
の
蓄
積
が
あ
る
が
、
初
見
記
事
以
降
、
両
社
が
一
対
で
祭
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

関
心
が
行
き
す
ぎ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
延
喜
祝
詞
式
か
ら
読
み
取

れ
る
両
社
の
祭
祀
の
意
義
に
つ
い
て
は
す
で
に
別
稿
で
行
っ
た

（
（
（

。よ
っ
て
本
稿
で
は
、

『
紀
』
の
広
瀬
大
忌
祭
と
龍
田
風
神
祭
の
記
事
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
こ
の
二
つ

の
祭
祀
の
意
図
を
改
め
て
確
認
し
、
同
時
一
対
で
行
わ
れ
る
理
由
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
。

❶『
紀
』に
み
え
る
広
瀬
大
忌
祭
・
龍
田
風
神
祭

　ま
ず
、『
紀
』
に
み
え
る
広
瀬
社
と
龍
田
社
が
同
時
に
表
れ
る
記
事
を
表
Ａ
に
掲

げ
る
。
こ
れ
ら
の
記
事
か
ら
次
の
よ
う
な
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

①
天
武
四
年
以
降
、
広
瀬
・
龍
田
の
祭
り
は
基
本
的
に
毎
年
四
月
と
七
月
に
行
わ
れ

て
お
り
、
特
に
持
統
四
年
以
後
は
欠
け
る
こ
と
な
く
行
わ
れ
て
い
る

（
（
（

。

②
天
武
四
年
四
月
癸
未
条
の
初
見
記
事
（
表
Ａ
№
（
）
に
の
み
、
龍
田
社
と
広
瀬
社

の
立
地
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

③
天
武
四
年
四
月
癸
未
条
の
初
見
記
事
に
の
み
、
派
遣
さ
れ
た
使
者
が
記
載
さ
れ
て

い
る
。

④
龍
田
で
祭
ら
れ
る
の
は
風
神
で
あ
り
、
広
瀬
で
祭
ら
れ
る
の
は
大
忌
神
で
あ
る
。

⑤
天
武
八
年
四
月
（
表
Ａ
№
（
）
よ
り
、記
載
の
順
番
が
「
龍
田
・
広
瀬
」
か
ら
「
広

瀬
・
龍
田
」
に
な
る
。
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№

日
付

記
事

備
考

（

天
武
四
年
（
六
七
五
）
四
月
癸
末
（
一
〇
日
）

遣
小
紫
美
濃
王
、
小
錦
下
佐
伯
連
廣
足
、
祠
風
神
于
龍
田
立
野
、
遣
小
錦
中
間
人

連
大
蓋
、
大
山
中
曾
禰
連
韓
犬
、
祭
大
忌
神
於
広
瀬
河
曲

初
見
記
事

　天
武
四
年
七
月

記
事
無
し

（

天
武
五
年
（
六
七
六
）
四
月
辛
丑
（
四
日
）

祭
龍
田
風
神
、
広
瀬
大
忌
神

（

天
武
五
年
（
六
七
六
）
七
月
壬
午
（
一
六
日
）

祭
龍
田
風
神
、
広
瀬
大
忌
神

　天
武
六
年
四
月

記
事
無
し

（

天
武
六
年
（
六
七
七
）
七
月
癸
亥
（
三
日
）

祭
龍
田
風
神
、
広
瀬
大
忌
神

　天
武
七
年
四
月

記
事
無
し
（
同
年
四
月
癸
巳
〈
七
日
〉、
十
市
皇
女
薨
と
関
係
か
？
）

　天
武
七
年
七
月

（

天
武
八
年
（
六
七
九
）
四
月
己
未
（
九
日
）

祭
広
瀬
、
龍
田
神

こ
れ
以
後
、
広
瀬
・
龍
田
の
順
番
に
。

6

天
武
八
年
（
六
七
九
）
七
月
壬
辰
（
一
四
日
）

祭
広
瀬
、
龍
田
神

7

天
武
九
年
（
六
八
〇
）
四
月
甲
寅
（
一
〇
日
）

祭
広
瀬
、
龍
田
神

8

天
武
九
年
（
六
八
〇
）
七
月
辛
巳
（
八
日
）

祭
広
瀬
、
龍
田
神

9

天
武
一
〇
年
（
六
八
一
）
四
月
庚
子
（
二
日
）

祭
広
瀬
、
龍
田
神

（0

天
武
一
〇
年
（
六
八
一
）
七
月
丁
丑
（
一
〇
日
）

祭
広
瀬
、
龍
田
神

（（

天
武
一
一
年
（
六
八
二
）
四
月
辛
未
（
九
日
）

祭
広
瀬
、
龍
田
神

（（

天
武
一
一
年
（
六
八
二
）
七
月
壬
寅
（
一
一
日
）

祭
広
瀬
、
龍
田
神

（（

天
武
一
二
年
（
六
八
三
）
四
月
戊
寅
（
二
一
日
）

祭
広
瀬
、
龍
田
神

（（

天
武
一
二
年
（
六
八
三
）
七
月
乙
巳
（
二
〇
日
）

祭
広
瀬
、
龍
田
神

（（

天
武
一
三
年
（
六
八
四
）
四
月
甲
子
（
一
三
日
）

祭
広
瀬
大
忌
神
、
龍
田
風
神

同
年
七
月
癸
丑
（
四
日
）
広
瀬
行
幸
。

　
　

（6

天
武
一
三
年
（
六
八
四
）
七
月
戊
午
（
九
日
）

祭
広
瀬
、
龍
田
神

（7

天
武
一
四
年
（
六
八
五
）
四
月
丁
亥
（
一
二
日
）

祭
広
瀬
、
龍
田
神

（8

天
武
一
四
年
（
六
八
五
）
七
月
己
丑
（
二
一
日
）

祭
広
瀬
、
龍
田
神

　朱
鳥
元
年
四
月

記
事
無
し
（
天
武
天
皇
病
に
よ
る
か
？
）

表A　『日本書紀』にみる広瀬大忌祭・龍田風神祭
　　 （表には各年の四月、七月について記載。『紀』に記事がないときは「記事無し」とした。）
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№

日
付

記
事

備
考

（

天
武
四
年
（
六
七
五
）
四
月
癸
末
（
一
〇
日
）

遣
小
紫
美
濃
王
、
小
錦
下
佐
伯
連
廣
足
、
祠
風
神
于
龍
田
立
野
、
遣
小
錦
中
間
人

連
大
蓋
、
大
山
中
曾
禰
連
韓
犬
、
祭
大
忌
神
於
広
瀬
河
曲

初
見
記
事

　天
武
四
年
七
月

記
事
無
し

（

天
武
五
年
（
六
七
六
）
四
月
辛
丑
（
四
日
）

祭
龍
田
風
神
、
広
瀬
大
忌
神

（

天
武
五
年
（
六
七
六
）
七
月
壬
午
（
一
六
日
）

祭
龍
田
風
神
、
広
瀬
大
忌
神

　天
武
六
年
四
月

記
事
無
し

（

天
武
六
年
（
六
七
七
）
七
月
癸
亥
（
三
日
）

祭
龍
田
風
神
、
広
瀬
大
忌
神

　天
武
七
年
四
月

記
事
無
し
（
同
年
四
月
癸
巳
〈
七
日
〉、
十
市
皇
女
薨
と
関
係
か
？
）

　天
武
七
年
七
月

（

天
武
八
年
（
六
七
九
）
四
月
己
未
（
九
日
）

祭
広
瀬
、
龍
田
神

こ
れ
以
後
、
広
瀬
・
龍
田
の
順
番
に
。

6

天
武
八
年
（
六
七
九
）
七
月
壬
辰
（
一
四
日
）

祭
広
瀬
、
龍
田
神

7

天
武
九
年
（
六
八
〇
）
四
月
甲
寅
（
一
〇
日
）

祭
広
瀬
、
龍
田
神

8

天
武
九
年
（
六
八
〇
）
七
月
辛
巳
（
八
日
）

祭
広
瀬
、
龍
田
神

9

天
武
一
〇
年
（
六
八
一
）
四
月
庚
子
（
二
日
）

祭
広
瀬
、
龍
田
神

（0

天
武
一
〇
年
（
六
八
一
）
七
月
丁
丑
（
一
〇
日
）

祭
広
瀬
、
龍
田
神

（（

天
武
一
一
年
（
六
八
二
）
四
月
辛
未
（
九
日
）

祭
広
瀬
、
龍
田
神

（（

天
武
一
一
年
（
六
八
二
）
七
月
壬
寅
（
一
一
日
）

祭
広
瀬
、
龍
田
神

（（

天
武
一
二
年
（
六
八
三
）
四
月
戊
寅
（
二
一
日
）

祭
広
瀬
、
龍
田
神

（（

天
武
一
二
年
（
六
八
三
）
七
月
乙
巳
（
二
〇
日
）

祭
広
瀬
、
龍
田
神

（（

天
武
一
三
年
（
六
八
四
）
四
月
甲
子
（
一
三
日
）

祭
広
瀬
大
忌
神
、
龍
田
風
神

同
年
七
月
癸
丑
（
四
日
）
広
瀬
行
幸
。

　
　

（6

天
武
一
三
年
（
六
八
四
）
七
月
戊
午
（
九
日
）

祭
広
瀬
、
龍
田
神

（7

天
武
一
四
年
（
六
八
五
）
四
月
丁
亥
（
一
二
日
）

祭
広
瀬
、
龍
田
神

（8

天
武
一
四
年
（
六
八
五
）
七
月
己
丑
（
二
一
日
）

祭
広
瀬
、
龍
田
神

　朱
鳥
元
年
四
月

記
事
無
し
（
天
武
天
皇
病
に
よ
る
か
？
）

表A　『日本書紀』にみる広瀬大忌祭・龍田風神祭
　　 （表には各年の四月、七月について記載。『紀』に記事がないときは「記事無し」とした。）
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№

日
付

記
事

備
考

（9

朱
鳥
元
年
（
六
八
六
）
七
月
甲
寅
（
一
六
日
）

祭
広
瀬
、
龍
田
神

　持
統
元
年
四
月

記
事
無
し
（
天
武
天
皇
殯
に
よ
る
か
？
）

　持
統
元
年
七
月

　持
統
二
年
四
月

　持
統
二
年
七
月

　持
統
三
年
四
月

記
事
無
し
（
草
壁
皇
子
薨
に
よ
る
か
？
）

　持
統
三
年
七
月

（0

持
統
四
年
（
六
九
〇
）
四
月
己
酉
（
三
日
）

遣
使
、
祭
広
瀬
大
忌
神
與
龍
田
風
神

（（

持
統
四
年
（
六
九
〇
）
七
月
癸
巳
（
一
八
日
）

遣
使
者
、
祭
広
瀬
大
忌
神
與
龍
田
風
神

（（

持
統
五
年
（
六
九
一
）
四
月
辛
亥
（
一
一
日
）

遣
使
者
、
祭
広
瀬
大
忌
神
與
龍
田
風
神

（（

持
統
五
年
（
六
九
一
）
七
月
甲
申
（
一
五
日
）

遣
使
者
、
祭
広
瀬
大
忌
神
與
龍
田
風
神

同
五
年
八
月
辛
酉
（
二
三
日
）

　「
遣
使
者
、
祭
龍
田
風
神
、
信
濃
須
波
・
水
内
等
神
」

（（

持
統
六
年
（
六
九
二
）
四
月
甲
寅
（
一
九
日
）

遣
使
者
、
祀
祭
広
瀬
大
忌
神
與
龍
田
風
神

こ
れ
以
後
、「
祀
」
を
使
用
。

（（

持
統
六
年
（
六
九
二
）
七
月
庚
辰
（
一
一
日
）

遣
使
者
、
祀
広
瀬
與
龍
田

（6

持
統
七
年
（
六
九
三
）
四
月
丙
子
（
一
七
日
）

遣
使
者
、
祀
祭
広
瀬
大
忌
神
與
龍
田
風
神

同
日
条
に
「
遣
大
夫
謁
者
、
詣
諸
社
祈
雨
」

（7

持
統
七
年
（
六
九
三
）
七
月
己
亥
（
一
二
日
）

遣
使
者
、
祀
祭
広
瀬
大
忌
神
與
龍
田
風
神

同
月
辛
丑
（
一
四
日
）「
遣
大
夫
謁
者
、
詣
諸
社
祈
雨
」

同
月
癸
卯
（
一
六
日
）「
遣
大
夫
謁
者
、
詣
諸
社
請
雨
」

（8

持
統
八
年
（
六
九
四
）
四
月
丙
寅
（
一
三
日
）

遣
使
者
、
祀
祭
広
瀬
大
忌
神
與
龍
田
風
神

（9

持
統
七
年
（
六
九
三
）
七
月
丁
酉
（
一
五
日
）

遣
使
者
、
祀
祭
広
瀬
大
忌
神
與
龍
田
風
神

（0

持
統
九
年
（
六
九
五
）
四
月
丙
戌
（
九
日
）

遣
使
者
、
祀
祭
広
瀬
大
忌
神
與
龍
田
風
神

（（

持
統
九
年
（
六
九
五
）
七
月
戊
辰
（
二
三
日
）

遣
使
者
、
祀
祭
広
瀬
大
忌
神
與
龍
田
風
神

（（

持
統
一
〇
年
（
六
九
六
）
四
月
辛
巳
（
一
〇
日
）

遣
使
者
、
祀
祭
広
瀬
大
忌
神
與
龍
田
風
神

（（

持
統
一
〇
年
（
六
九
六
）
七
月
戊
申
（
八
日
）

遣
使
者
、
祀
祭
広
瀬
大
忌
神
與
龍
田
風
神

（（

持
統
一
一
年
（
六
九
七
）
四
月
己
卯
（
一
四
日
）

遣
使
者
、
祀
祭
広
瀬
大
忌
神
與
龍
田
風
神

（（

持
統
一
一
年
（
六
九
七
）
七
月
丙
午
（
一
二
日
）

遣
使
者
、
祀
広
瀬
與
龍
田

天
武
紀
は
『
紀
』
巻
二
九
、
持
統
紀
は
『
紀
』
巻
三
〇
。
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⑥
持
統
紀
か
ら
は
「
遣
二
使
者
一
」（
表
Ａ
№
（0
の
み
「
遣
レ
使
」）
と
い
う
定
型
の
語

が
入
る
。

⑦
持
統
六
年
四
月
（
表
Ａ
№
（（
）
よ
り
、「
祭
」
の
字
が
「
祀
」
に
変
わ
る
。

　①
の
よ
う
に
、
一
つ
の
祭
祀
が
毎
年
に
わ
た
り
『
紀
』
に
記
載
さ
れ
る
例
は
他
に

は
見
え
な
い
。
こ
の
特
殊
性
は
、
す
で
に
よ
く
注
目
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
に
つ
い

て
検
討
し
た
先
行
研
究
は
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う

（
6
（

。

　す
な
わ
ち
、
国
家
に
よ
る
広
瀬
と
龍
田
の
祭
祀
は
、
天
武
四
年
以
降
、
同
時
一
対

で
行
わ
れ
る
こ
と
が
恒
例
と
な
り
、
特
に
、
飛
鳥
浄
御
原
令
施
行
後
の
持
統
四
年
以

降
は
、
両
社
の
祭
祀
は
欠
か
さ
ず
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
よ
り
、
広
瀬
と
龍
田
の
祭
祀

は
、
律
令
制
定
過
程
に
整
備
さ
れ
た
、
中
央
集
権
化
の
過
程
を
示
す
国
家
祭
祀
で
あ

り
、
四
月
と
七
月
に
行
わ
れ
た
の
は
、
農
耕
の
順
調
を
目
的
と
し
た
こ
と
に
よ
る
。

　こ
れ
ら
の
指
摘
の
通
り
、『
令
義
解
』
神
祇
令
の
大
忌
祭
条
と
風
神
祭
条
で
は
「
広

瀬
龍
田
二
祭
也
」、『
令
集
解
』
神
祇
令
の
大
忌
祭
条
令
釈
「
広
瀬
并
龍
田
祭
」、
風

神
祭
条
令
釈
「
広
瀬
龍
田
祭
也
」
と
見
え
、
両
社
が
一
対
で
祭
ら
れ
て
い
る
様
相
が

う
か
が
え
る
。
そ
の
後
の
『
延
喜
式
』
に
お
い
て
も
、
四
時
祭
式
、
祝
詞
式
な
ど
か

ら
共
に
同
時
一
対
で
、
継
続
し
て
行
わ
れ
て
い
た
状
況
が
判
明
す
る

（
7
（

。

　筆
者
も
す
で
に
両
祭
祀
の
祝
詞
の
検
討
を
通
し
、
な
ぜ
二
つ
の
祭
祀
が
同
時
一
対

で
四
月
と
七
月
に
広
瀬
と
龍
田
と
い
う
特
定
の
場
所
で
行
わ
れ
る
の
か
、
私
見
を
述

べ
た
が
、
四
月
と
七
月
と
両
社
の
立
地
に
は
早
稲
・
晩
稲
の
み
な
ら
ず
畑
作
も
含
め

た
農
耕
の
問
題
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
と
の
結
論
を
得
て
お
り

（
8
（

、
先
行
研
究
に
お

け
る
見
解
は
、
継
承
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
筆
者
も
本
稿
の
前
提
と
し
て
い
る
。

そ
の
上
で
、
①
と
比
べ
る
と
、
あ
ま
り
議
論
の
な
か
っ
た
②
か
ら
⑥
に
つ
い
て
、
次

節
以
降
で
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

❷
広
瀬
社
・
龍
田
社
と
方
位
の
問
題

　本
節
で
は
、
前
掲
の
②
を
中
心
に
、
立
地
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

②
に
つ
い
て
は
、
①
に
付
随
し
て
先
行
研
究
に
お
い
て
も
言
及
さ
れ
て
お
り
、
広
瀬

と
龍
田
の
祭
祀
は
、
天
武
四
年
四
月
癸
未
条
の
初
見
記
事
（
表
A
№
（
）
に
お
い
て

の
み
、
詳
細
な
情
報
が
あ
る
た
め
、
龍
田
と
広
瀬
の
祭
祀
を
天
武
四
年
に
統
合
し
、

国
家
主
体
の
祭
祀
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。

　ま
ず
は
、
両
社
の
立
地
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
。（
地
図
B
）

　広
瀬
社
は
、
現
在
の
奈
良
県
北
葛
城
郡
河
合
町
川
合
に
鎮
座
し
て
い
る
。
そ
の
立

地
に
つ
い
て
は
、
表
A
№
（
に
は
「
広
瀬
河
曲
」
と
み
え
、
延
喜
祝
詞
式
大
忌
祭
条

に
「
広
瀬
乃

川
合
」
と
み
え
る
。
そ
の
表
現
の
通
り
、
大
和
盆
地
の
諸
川
が
一
所
に

落
ち
合
い
、
大
和
川
と
し
て
西
に
流
れ
る
地
点
が
広
瀬
で
あ
る
。

　一
方
、
龍
田
社
は
、
表
A
№
（
に
は
「
龍
田
立
野
」
と
み
え
、
延
喜
祝
詞
式
風
神

祭
条
に
は
「
龍
田
の
立
野
の
小
野
」
と
み
え
る
。
小
野
の
「
小
」
は
接
頭
語
で
あ

り
（
9
（

、
両
史
料
と
も
同
じ
箇
所
を
示
し
て
い
る
と
考
え
て
問
題
は
な
い
。

　古
代
に
お
け
る
龍
田
社
の
比
定
地
に
つ
い
て
は
、
奈
良
県
生
駒
郡
三
郷
町
立
野
南

の
龍
田
大
社
と
、
奈
良
県
斑
鳩
町
龍
田
の
龍
田
神
社
と
の
二
説
が
あ
っ
た
が
、
今
で

は
三
郷
町
の
龍
田
大
社
が
、
古
代
の
龍
田
風
神
祭
を
行
っ
た
龍
田
社
で
あ
る
こ
と
は

通
説
と
な
っ
て
い
る

（
（（
（

。

　地
図
B
を
見
る
と
、
両
社
は
飛
鳥
・
藤
原
宮
の
西
北
に
位
置
す
る
。
こ
う
し
た
観

点
か
ら
広
瀬
・
龍
田
の
祭
祀
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
管
見
に
触
れ
た

も
の
と
し
て
は
、
三
谷
栄
一
氏
、
平
野
孝
國
氏
、
山
上
伊
豆
母
氏
の
論
考
が
あ
る

（
（（
（

。

　三
谷
氏
は
、古
代
日
本
に
は
水
稲
耕
作
を
中
心
と
す
る
生
産
社
会
の
形
成
の
結
果
、

祖
霊
が
去
来
す
る
戌
亥
隅
（
北
西
）
を
神
聖
と
す
る
信
仰
が
で
き
、
飛
鳥
・
藤
原
京

よ
り
見
て
、
そ
の
西
北
の
位
置
に
あ
る
た
め
広
瀬
と
龍
田
の
神
は
勧
請
さ
れ
た
と
指

摘
さ
れ
た
。

　平
野
氏
は
、
広
瀬
・
龍
田
社
の
祭
祀
は
局
地
的
な
も
の
で
は
な
く
、
天
皇
に
よ
る

全
日
本
的
な
順
風
慈
雨
を
祈
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
、
都
の
西
北
（
乾
）
を
祀
る
こ

と
は
日
本
国
の
乾
を
祀
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
指
摘
さ
れ
た
。

　山
上
氏
は
、
天
武
天
皇
に
よ
る
神
祇
制
度
の
整
備
や
そ
の
こ
ろ
導
入
さ
れ
た
陰
陽
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⑥
持
統
紀
か
ら
は
「
遣
二
使
者
一
」（
表
Ａ
№
（0
の
み
「
遣
レ
使
」）
と
い
う
定
型
の
語

が
入
る
。

⑦
持
統
六
年
四
月
（
表
Ａ
№
（（
）
よ
り
、「
祭
」
の
字
が
「
祀
」
に
変
わ
る
。

　①
の
よ
う
に
、
一
つ
の
祭
祀
が
毎
年
に
わ
た
り
『
紀
』
に
記
載
さ
れ
る
例
は
他
に

は
見
え
な
い
。
こ
の
特
殊
性
は
、
す
で
に
よ
く
注
目
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
に
つ
い

て
検
討
し
た
先
行
研
究
は
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う

（
6
（

。

　す
な
わ
ち
、
国
家
に
よ
る
広
瀬
と
龍
田
の
祭
祀
は
、
天
武
四
年
以
降
、
同
時
一
対

で
行
わ
れ
る
こ
と
が
恒
例
と
な
り
、
特
に
、
飛
鳥
浄
御
原
令
施
行
後
の
持
統
四
年
以

降
は
、
両
社
の
祭
祀
は
欠
か
さ
ず
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
よ
り
、
広
瀬
と
龍
田
の
祭
祀

は
、
律
令
制
定
過
程
に
整
備
さ
れ
た
、
中
央
集
権
化
の
過
程
を
示
す
国
家
祭
祀
で
あ

り
、
四
月
と
七
月
に
行
わ
れ
た
の
は
、
農
耕
の
順
調
を
目
的
と
し
た
こ
と
に
よ
る
。

　こ
れ
ら
の
指
摘
の
通
り
、『
令
義
解
』
神
祇
令
の
大
忌
祭
条
と
風
神
祭
条
で
は
「
広

瀬
龍
田
二
祭
也
」、『
令
集
解
』
神
祇
令
の
大
忌
祭
条
令
釈
「
広
瀬
并
龍
田
祭
」、
風

神
祭
条
令
釈
「
広
瀬
龍
田
祭
也
」
と
見
え
、
両
社
が
一
対
で
祭
ら
れ
て
い
る
様
相
が

う
か
が
え
る
。
そ
の
後
の
『
延
喜
式
』
に
お
い
て
も
、
四
時
祭
式
、
祝
詞
式
な
ど
か

ら
共
に
同
時
一
対
で
、
継
続
し
て
行
わ
れ
て
い
た
状
況
が
判
明
す
る

（
7
（

。

　筆
者
も
す
で
に
両
祭
祀
の
祝
詞
の
検
討
を
通
し
、
な
ぜ
二
つ
の
祭
祀
が
同
時
一
対

で
四
月
と
七
月
に
広
瀬
と
龍
田
と
い
う
特
定
の
場
所
で
行
わ
れ
る
の
か
、
私
見
を
述

べ
た
が
、
四
月
と
七
月
と
両
社
の
立
地
に
は
早
稲
・
晩
稲
の
み
な
ら
ず
畑
作
も
含
め

た
農
耕
の
問
題
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
と
の
結
論
を
得
て
お
り

（
8
（

、
先
行
研
究
に
お

け
る
見
解
は
、
継
承
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
筆
者
も
本
稿
の
前
提
と
し
て
い
る
。

そ
の
上
で
、
①
と
比
べ
る
と
、
あ
ま
り
議
論
の
な
か
っ
た
②
か
ら
⑥
に
つ
い
て
、
次

節
以
降
で
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

❷
広
瀬
社
・
龍
田
社
と
方
位
の
問
題

　本
節
で
は
、
前
掲
の
②
を
中
心
に
、
立
地
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
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②
に
つ
い
て
は
、
①
に
付
随
し
て
先
行
研
究
に
お
い
て
も
言
及
さ
れ
て
お
り
、
広
瀬

と
龍
田
の
祭
祀
は
、
天
武
四
年
四
月
癸
未
条
の
初
見
記
事
（
表
A
№
（
）
に
お
い
て

の
み
、
詳
細
な
情
報
が
あ
る
た
め
、
龍
田
と
広
瀬
の
祭
祀
を
天
武
四
年
に
統
合
し
、

国
家
主
体
の
祭
祀
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。

　ま
ず
は
、
両
社
の
立
地
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
。（
地
図
B
）

　広
瀬
社
は
、
現
在
の
奈
良
県
北
葛
城
郡
河
合
町
川
合
に
鎮
座
し
て
い
る
。
そ
の
立

地
に
つ
い
て
は
、
表
A
№
（
に
は
「
広
瀬
河
曲
」
と
み
え
、
延
喜
祝
詞
式
大
忌
祭
条

に
「
広
瀬
乃

川
合
」
と
み
え
る
。
そ
の
表
現
の
通
り
、
大
和
盆
地
の
諸
川
が
一
所
に

落
ち
合
い
、
大
和
川
と
し
て
西
に
流
れ
る
地
点
が
広
瀬
で
あ
る
。

　一
方
、
龍
田
社
は
、
表
A
№
（
に
は
「
龍
田
立
野
」
と
み
え
、
延
喜
祝
詞
式
風
神

祭
条
に
は
「
龍
田
の
立
野
の
小
野
」
と
み
え
る
。
小
野
の
「
小
」
は
接
頭
語
で
あ

り
（
9
（

、
両
史
料
と
も
同
じ
箇
所
を
示
し
て
い
る
と
考
え
て
問
題
は
な
い
。

　古
代
に
お
け
る
龍
田
社
の
比
定
地
に
つ
い
て
は
、
奈
良
県
生
駒
郡
三
郷
町
立
野
南

の
龍
田
大
社
と
、
奈
良
県
斑
鳩
町
龍
田
の
龍
田
神
社
と
の
二
説
が
あ
っ
た
が
、
今
で

は
三
郷
町
の
龍
田
大
社
が
、
古
代
の
龍
田
風
神
祭
を
行
っ
た
龍
田
社
で
あ
る
こ
と
は

通
説
と
な
っ
て
い
る

（
（（
（

。

　地
図
B
を
見
る
と
、
両
社
は
飛
鳥
・
藤
原
宮
の
西
北
に
位
置
す
る
。
こ
う
し
た
観

点
か
ら
広
瀬
・
龍
田
の
祭
祀
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
管
見
に
触
れ
た

も
の
と
し
て
は
、
三
谷
栄
一
氏
、
平
野
孝
國
氏
、
山
上
伊
豆
母
氏
の
論
考
が
あ
る

（
（（
（

。

　三
谷
氏
は
、古
代
日
本
に
は
水
稲
耕
作
を
中
心
と
す
る
生
産
社
会
の
形
成
の
結
果
、

祖
霊
が
去
来
す
る
戌
亥
隅
（
北
西
）
を
神
聖
と
す
る
信
仰
が
で
き
、
飛
鳥
・
藤
原
京

よ
り
見
て
、
そ
の
西
北
の
位
置
に
あ
る
た
め
広
瀬
と
龍
田
の
神
は
勧
請
さ
れ
た
と
指

摘
さ
れ
た
。

　平
野
氏
は
、
広
瀬
・
龍
田
社
の
祭
祀
は
局
地
的
な
も
の
で
は
な
く
、
天
皇
に
よ
る

全
日
本
的
な
順
風
慈
雨
を
祈
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
、
都
の
西
北
（
乾
）
を
祀
る
こ

と
は
日
本
国
の
乾
を
祀
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
指
摘
さ
れ
た
。

　山
上
氏
は
、
天
武
天
皇
に
よ
る
神
祇
制
度
の
整
備
や
そ
の
こ
ろ
導
入
さ
れ
た
陰
陽
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各
神
社
の
位
置
に
つ
い
て
は
、志
賀
剛『
式
内
社
の
研
究
』二
巻（
雄
山
閣
、一
九
七
七
年
）、式
内
社
研
究
会
編『
式

内
社
調
査
報
告
書
』二
・
三
巻（
皇
學
館
大
学
出
版
部
、一
九
八
二
年
）、『
日
本
歴
史
地
名
大
系 

奈
良
県
の
地
名
』

（
平
凡
社
、
一
九
九
一
年
）、
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
編
纂
委
員
会
編
『
日
本
地
名
大
辞
典 

奈
良
県
』（
角
川
書

店
、
一
九
九
〇
年
）、
虎
尾
俊
哉
編
『
訳
注
日
本
史
料

　延
喜
式
』
上
巻
（
集
英
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
を
参
照
。

道
に
つ
い
て
は
、岸
俊
男
「
大
和
の
古
道
」（『
日
本
古
文
化
論
攷
』
吉
川
弘
文
館
、一
九
七
〇
年
）、中
村
太
一
「
大

和
国
に
お
け
る
計
画
道
路
体
系
の
形
成
過
程
」（『
国
史
学
』一
五
五
号
、一
九
九
六
年
）、古
代
交
通
研
究
会
編『
日

本
古
代
道
路
事
典
』（
八
木
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）
を
参
照
。（
作
画 

山
田
岳
晴
）
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説
に
よ
る
方
位
観
、
河
内
平
野
を
潤
す
水
源
と
い
う
地
理
的
位
置
の
影
響
な
ど
も
あ

り
、
広
瀬
・
龍
田
の
祭
祀
が
行
わ
れ
た
と
指
摘
さ
れ
た
。

　し
か
し
、
乾
信
仰
だ
け
で
は
二
つ
の
祭
祀
を
説
明
で
き
な
い
の
も
事
実
で
あ
る
。

神
祇
官
八
神
殿
や
東
三
条
殿
神
殿
の
位
置
が
敷
地
の
西
北
に
あ
る
こ
と
を
思
い
起
こ

す
と

（
（（
（

、
古
代
日
本
に
北
西
を
神
聖
視
す
る
思
考
が
あ
っ
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
だ

が
、
両
社
に
つ
い
て
直
接
的
に
乾
信
仰
と
関
連
し
て
い
る
事
象
は
確
認
で
き
な
い
。

そ
し
て
、
飛
鳥
・
藤
原
京
以
後
の
平
城
京
・
平
安
京
か
ら
は
両
社
は
北
西
に
は
該
当

し
な
い
が
、
そ
の
祭
祀
は
継
続
さ
れ
て
い
る
。

　こ
こ
で
、
祈
雨
神
と
し
て
著
名
な
丹
生
川
上
社
と
貴
布
禰
社
に
つ
い
て
検
討
し
て

み
た
い
。
こ
の
両
社
で
は
広
瀬
・
龍
田
の
恒
例
の
祭
祀
と
異
な
り
、
臨
時
の
祈
雨
儀

礼
が
行
わ
れ
た
。

　丹
生
川
上
社
は『
続
日
本
紀
』（
以
下『
続
紀
』と
略
す
）天
平
宝
字
七
年（
七
六
三
）

五
月
庚
午
条
に

奉
二
幣
帛
于
四
畿
内
群
神
一
。
其
丹
生
河
上
神
者
加
二
黒
毛
馬
一
。
旱
也
。

と
あ
る
の
が
初
見
の
記
事
で
あ
る
。
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
天
平
宝
字
七
年
を
も
っ
て
丹

生
川
上
社
へ
の
信
仰
が
始
ま
っ
た
と
考
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

　丹
生
川
上
の
地
名
は
神
武
即
位
前
紀
で
確
認
さ
れ
る
。
神
武
天
皇
の
東
征
に
あ

た
っ
て
、
夢
の
中
に
天
神
が
出
現
す
る
。
そ
の
夢
の
教
え
に
従
っ
て
、
天
香
具
山
の

土
を
と
っ
て
「
八
十
平
甕
・
天
手
抉
八
十
枚
・
厳
甕
」
を
作
り
、
丹
生
川
上
に
て
そ

れ
ら
を
用
い
て
天
神
地
祇
を
祭
祀
し
た
。
さ
ら
に
神
武
天
皇
は
そ
れ
ら
の
土
器
で
天

下
平
定
の
こ
と
を
誓
し
た
と
こ
ろ
、
シ
イ
ネ
ツ
ヒ
コ
が
そ
の
結
果
が
神
意
に
か
な
っ

て
い
る
こ
と
を
報
告
し
た
の
で
「
丹
生
川
上
之
五
百
筒
真
坂
樹
」
で
諸
神
を
祀
っ

た
（
（（
（

。
こ
の
時
に
祀
ら
れ
た
神
の
一
人
が
水
の
神
の
「
厳
罔
象
女
」
で
あ
り
、
現
在
の

丹
生
川
上
中
社
の
祭
神
で
あ
る

（
（（
（

。

　も
ち
ろ
ん
『
紀
』
の
記
事
は
史
実
で
は
な
い
が
、『
類
聚
三
代
格
』
寛
平
七
年

（
八
九
五
）
六
月
二
十
六
日
の
太
政
官
符
「
応
レ
禁
二
制
大
和
国
丹
生
川
上
雨
師
神
社

界
地
一
事
」
に
は
、

右
得
二
神
祇
官
解
一
稱
、
大
和
神
社
神
主
大
和
人
成
解
状
稱
、
別
社
丹
生
川
上

雨
師
祝

宜
等
解
状
稱
、
謹
撿
二
名
神
本
紀
一
云
、
不
レ
聞
二
人
声
一
之
深
山
吉
野

丹
生
川
上
、
立
二
我
宮
柱
一
以
敬
祀
者
、
為
二
天
下
一
降
二
甘
雨
一
止
二
霖
雨
一
者
。

依
二
神
宣
一
造
二
件
社
一
、
自
レ
昔
至
レ
今
奉
レ
幣
奉
レ
馬
。（
以
下
略
）

と
み
え
、
人
の
声
も
聞
こ
え
な
い
よ
う
な
吉
野
の
山
奥
に
丹
生
川
上
神
を
祀
れ
ば
、

天
下
に
甘
雨
を
降
ら
せ
た
り
、
霖
雨
を
止
め
た
り
と
い
っ
た
効
験
を
得
ら
れ
よ
う
と

い
っ
た
お
告
げ
に
よ
り
創
始
さ
れ
た
と
い
う
思
想
が
み
て
と
れ
る
。
こ
こ
か
ら
は
神

と
方
位
の
関
係
は
読
み
と
れ
な
い
。

　そ
し
て
、『
続
紀
』
以
降
の
『
日
本
後
紀
』（
以
下
『
後
紀
』
と
略
す
）
で
も
、
丹

生
川
上
社
は
祈
雨
の
対
象
社
と
し
て
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
平
安
遷
都
後
も
他

の
神
社
と
違
い
、
祈
雨
の
専
門
性
で
も
っ
て
信
仰
の
対
象
と
な
っ
た
こ
と
を
明
示
し

て
い
る
。

　こ
の
丹
生
川
上
社
と
共
に
、
平
安
時
代
よ
り
祈
雨
の
専
門
神
と
し
て
の
性
格
を
持

つ
の
が
、
貴
布
禰
社
で
あ
る
。『
日
本
紀
略
』（
以
下
『
紀
略
』
と
略
す
）
弘
仁
九
年

（
八
一
八
）
七
月
丙
申
条
で
は

　
　遣

二
使
山
城
国
貴
布
禰
神
社
、
大
和
国
室
生
山
上
龍
穴
等
処
一
。
祈
雨
也
。

と
初
め
て
祈
雨
を
行
っ
た
記
事
が
み
え
る

（
（（
（

。
こ
れ
に
先
立
ち
、
同
年
五
月
に
は
大
社

に
な
り
、
六
月
に
は
神
階
が
授
与
さ
れ
て
い
る

（
（（
（

。『
後
紀
』
は
散
逸
し
て
お
り
、『
紀

略
』
か
ら
確
認
で
き
る
の
は
弘
仁
九
年
以
降
の
動
向
だ
が
、
貴
布
禰
社
が
平
安
京
遷

都
後
に
大
き
く
と
り
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ

の
翌
年
の
『
紀
略
』
弘
仁
十
年
六
月
乙
卯
条
で
は

　
　奉

二
白
馬
於
丹
生
川
上
雨
師
并
貴
布
禰
神
一
。
為
レ
止
二
霖
雨
一
也
。

と
み
え
、
こ
れ
以
後
、
丹
生
川
上
社
と
貴
布
禰
社
が
同
時
に
奉
馬
（
奉
幣
の
場
合
も

あ
る
）
さ
れ
る
場
合
は
、
必
ず
祈
雨
儀
礼
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　平
安
遷
都
後
、
貴
布
禰
社
が
祈
雨
神
と
し
て
追
加
さ
れ
た
の
は
丹
生
川
上
社
よ
り

平
安
京
に
近
い
場
所
に
、
祈
雨
の
専
門
神
が
求
め
ら
れ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
貴
布

禰
社
自
体
は
、
以
前
か
ら
地
域
の
信
仰
を
集
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
遷
都
後
、
新
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説
に
よ
る
方
位
観
、
河
内
平
野
を
潤
す
水
源
と
い
う
地
理
的
位
置
の
影
響
な
ど
も
あ

り
、
広
瀬
・
龍
田
の
祭
祀
が
行
わ
れ
た
と
指
摘
さ
れ
た
。

　し
か
し
、
乾
信
仰
だ
け
で
は
二
つ
の
祭
祀
を
説
明
で
き
な
い
の
も
事
実
で
あ
る
。

神
祇
官
八
神
殿
や
東
三
条
殿
神
殿
の
位
置
が
敷
地
の
西
北
に
あ
る
こ
と
を
思
い
起
こ

す
と

（
（（
（

、
古
代
日
本
に
北
西
を
神
聖
視
す
る
思
考
が
あ
っ
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
だ

が
、
両
社
に
つ
い
て
直
接
的
に
乾
信
仰
と
関
連
し
て
い
る
事
象
は
確
認
で
き
な
い
。

そ
し
て
、
飛
鳥
・
藤
原
京
以
後
の
平
城
京
・
平
安
京
か
ら
は
両
社
は
北
西
に
は
該
当

し
な
い
が
、
そ
の
祭
祀
は
継
続
さ
れ
て
い
る
。

　こ
こ
で
、
祈
雨
神
と
し
て
著
名
な
丹
生
川
上
社
と
貴
布
禰
社
に
つ
い
て
検
討
し
て

み
た
い
。
こ
の
両
社
で
は
広
瀬
・
龍
田
の
恒
例
の
祭
祀
と
異
な
り
、
臨
時
の
祈
雨
儀

礼
が
行
わ
れ
た
。

　丹
生
川
上
社
は『
続
日
本
紀
』（
以
下『
続
紀
』と
略
す
）天
平
宝
字
七
年（
七
六
三
）

五
月
庚
午
条
に

奉
二
幣
帛
于
四
畿
内
群
神
一
。
其
丹
生
河
上
神
者
加
二
黒
毛
馬
一
。
旱
也
。

と
あ
る
の
が
初
見
の
記
事
で
あ
る
。
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
天
平
宝
字
七
年
を
も
っ
て
丹

生
川
上
社
へ
の
信
仰
が
始
ま
っ
た
と
考
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

　丹
生
川
上
の
地
名
は
神
武
即
位
前
紀
で
確
認
さ
れ
る
。
神
武
天
皇
の
東
征
に
あ

た
っ
て
、
夢
の
中
に
天
神
が
出
現
す
る
。
そ
の
夢
の
教
え
に
従
っ
て
、
天
香
具
山
の

土
を
と
っ
て
「
八
十
平
甕
・
天
手
抉
八
十
枚
・
厳
甕
」
を
作
り
、
丹
生
川
上
に
て
そ

れ
ら
を
用
い
て
天
神
地
祇
を
祭
祀
し
た
。
さ
ら
に
神
武
天
皇
は
そ
れ
ら
の
土
器
で
天

下
平
定
の
こ
と
を
誓
し
た
と
こ
ろ
、
シ
イ
ネ
ツ
ヒ
コ
が
そ
の
結
果
が
神
意
に
か
な
っ

て
い
る
こ
と
を
報
告
し
た
の
で
「
丹
生
川
上
之
五
百
筒
真
坂
樹
」
で
諸
神
を
祀
っ

た
（
（（
（

。
こ
の
時
に
祀
ら
れ
た
神
の
一
人
が
水
の
神
の
「
厳
罔
象
女
」
で
あ
り
、
現
在
の

丹
生
川
上
中
社
の
祭
神
で
あ
る

（
（（
（

。

　も
ち
ろ
ん
『
紀
』
の
記
事
は
史
実
で
は
な
い
が
、『
類
聚
三
代
格
』
寛
平
七
年

（
八
九
五
）
六
月
二
十
六
日
の
太
政
官
符
「
応
レ
禁
二
制
大
和
国
丹
生
川
上
雨
師
神
社

界
地
一
事
」
に
は
、

右
得
二
神
祇
官
解
一
稱
、
大
和
神
社
神
主
大
和
人
成
解
状
稱
、
別
社
丹
生
川
上

雨
師
祝

宜
等
解
状
稱
、
謹
撿
二
名
神
本
紀
一
云
、
不
レ
聞
二
人
声
一
之
深
山
吉
野

丹
生
川
上
、
立
二
我
宮
柱
一
以
敬
祀
者
、
為
二
天
下
一
降
二
甘
雨
一
止
二
霖
雨
一
者
。

依
二
神
宣
一
造
二
件
社
一
、
自
レ
昔
至
レ
今
奉
レ
幣
奉
レ
馬
。（
以
下
略
）

と
み
え
、
人
の
声
も
聞
こ
え
な
い
よ
う
な
吉
野
の
山
奥
に
丹
生
川
上
神
を
祀
れ
ば
、

天
下
に
甘
雨
を
降
ら
せ
た
り
、
霖
雨
を
止
め
た
り
と
い
っ
た
効
験
を
得
ら
れ
よ
う
と

い
っ
た
お
告
げ
に
よ
り
創
始
さ
れ
た
と
い
う
思
想
が
み
て
と
れ
る
。
こ
こ
か
ら
は
神

と
方
位
の
関
係
は
読
み
と
れ
な
い
。

　そ
し
て
、『
続
紀
』
以
降
の
『
日
本
後
紀
』（
以
下
『
後
紀
』
と
略
す
）
で
も
、
丹

生
川
上
社
は
祈
雨
の
対
象
社
と
し
て
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
平
安
遷
都
後
も
他

の
神
社
と
違
い
、
祈
雨
の
専
門
性
で
も
っ
て
信
仰
の
対
象
と
な
っ
た
こ
と
を
明
示
し

て
い
る
。

　こ
の
丹
生
川
上
社
と
共
に
、
平
安
時
代
よ
り
祈
雨
の
専
門
神
と
し
て
の
性
格
を
持

つ
の
が
、
貴
布
禰
社
で
あ
る
。『
日
本
紀
略
』（
以
下
『
紀
略
』
と
略
す
）
弘
仁
九
年

（
八
一
八
）
七
月
丙
申
条
で
は

　
　遣

二
使
山
城
国
貴
布
禰
神
社
、
大
和
国
室
生
山
上
龍
穴
等
処
一
。
祈
雨
也
。

と
初
め
て
祈
雨
を
行
っ
た
記
事
が
み
え
る

（
（（
（

。
こ
れ
に
先
立
ち
、
同
年
五
月
に
は
大
社

に
な
り
、
六
月
に
は
神
階
が
授
与
さ
れ
て
い
る

（
（（
（

。『
後
紀
』
は
散
逸
し
て
お
り
、『
紀

略
』
か
ら
確
認
で
き
る
の
は
弘
仁
九
年
以
降
の
動
向
だ
が
、
貴
布
禰
社
が
平
安
京
遷

都
後
に
大
き
く
と
り
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ

の
翌
年
の
『
紀
略
』
弘
仁
十
年
六
月
乙
卯
条
で
は

　
　奉

二
白
馬
於
丹
生
川
上
雨
師
并
貴
布
禰
神
一
。
為
レ
止
二
霖
雨
一
也
。

と
み
え
、
こ
れ
以
後
、
丹
生
川
上
社
と
貴
布
禰
社
が
同
時
に
奉
馬
（
奉
幣
の
場
合
も

あ
る
）
さ
れ
る
場
合
は
、
必
ず
祈
雨
儀
礼
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　平
安
遷
都
後
、
貴
布
禰
社
が
祈
雨
神
と
し
て
追
加
さ
れ
た
の
は
丹
生
川
上
社
よ
り

平
安
京
に
近
い
場
所
に
、
祈
雨
の
専
門
神
が
求
め
ら
れ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
貴
布

禰
社
自
体
は
、
以
前
か
ら
地
域
の
信
仰
を
集
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
遷
都
後
、
新
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た
な
都
の
す
ぐ
そ
ば
を
流
れ
る
鴨
川
の
上
流
に
位
置
し
た
こ
と
が
国
家
的
崇
敬
を
受

け
る
こ
と
に
な
っ
た
大
き
な
要
因
で
あ
ろ
う
。
や
は
り
司
水
神
と
し
て
の
性
格
は
、

都
と
の
方
位
よ
り
、
そ
の
地
理
的
条
件
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で
あ
る
。

　

　こ
の
よ
う
な
丹
生
川
上
社
と
貴
布
禰
社
の
関
係
を
考
え
る
と
、
も
し
広
瀬
・
龍
田

の
祭
祀
が
乾
信
仰
の
強
い
影
響
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
平
城

京
、
あ
る
い
は
平
安
京
に
移
っ
た
後
に
、
新
京
か
ら
み
て
西
北
の
方
向
に
広
瀬
・
龍

田
と
同
様
の
趣
旨
の
祭
祀
を
行
う
施
設
を
作
り
出
す
必
要
が
生
ま
れ
る
だ
ろ
う
。
だ

が
、
そ
の
よ
う
な
措
置
は
と
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
広
瀬
・
龍

田
両
社
に
は
、
都
の
西
北
に
位
置
す
る
の
と
は
異
な
る
理
由
で
、
祭
祀
を
そ
の
場
所

で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　で
は
、
そ
の
理
由
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
両
社
の
立
地
に
注
目
し
た
研
究
で
、
現

在
に
い
た
る
ま
で
支
持
さ
れ
て
い
る
の
は
青
木
紀
元
氏
の
説
で
あ
る

（
（（
（

。
氏
は
、
広
瀬

と
龍
田
の
立
地
条
件
そ
の
も
の
に
目
を
向
け
、
ま
さ
に
風
雨
を
制
御
す
る
神
が
位
置

す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
場
所
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。

　広
瀬
社
は
多
く
の
河
川
の
合
流
地
帯
に
位
置
し
、
水
を
司
る
神
の
居
場
所
に
ふ
さ

わ
し
い
と
述
べ
ら
れ
た
。
龍
田
社
に
つ
い
て
は
、「
大
和
川
が
生
駒
・
信
貴
の
連
山

と
葛
城
・
金
剛
の
連
山
と
の
間
を
割
っ
て
西
へ
流
れ
る
、
そ
の
大
和
側
の
口
に
当

た
っ
て
い
る
。
西
か
ら
吹
く
強
風
は
、
大
和
と
河
内
と
の
間
を
隔
て
る
上
記
の
連
山

が
屏
風
の
役
目
を
し
て
防
い
で
く
れ
る
が
、
大
和
川
の
割
れ
目
の
と
こ
ろ
だ
け
は
、

吹
き
通
し
と
な
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）
こ
こ
を
吹
き
抜
け
た
強
風
は
、
大
和
の
御

県
の
農
作
物
に
被
害
を
も
た
ら
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
、
な
ぜ
龍
田
の
立
野

の
地
に
農
耕
の
順
調
を
祈
願
し
風
神
を
祭
っ
た
の
か
、
理
由
を
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　氏
が
、「
歌
だ
け
で
、
龍
田
が
風
が
強
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
決
め
る
こ
と
は
、

も
ち
ろ
ん
不
可
能
で
あ
る
」
と
し
な
が
ら
も
、『
万
葉
集

（
（（
（

』
や
百
人
一
首
に
収
め
ら

れ
て
い
る
能
因
法
師
の
歌

（
（（
（

を
例
と
し
て
あ
げ
て
い
る
よ
う
に
、
龍
田
の
地
は
風
神
の

祭
ら
れ
る
場
所
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
認
識
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
気
象
学
的

に
見
て
も
、
龍
田
社
の
位
置
は
、
奈
良
盆
地
に
と
っ
て
、
ち
ょ
う
ど
西
北
か
ら
吹
く

風
の
吹
き
込
み
口
に
当
た
る

（
（（
（

。
古
代
の
人
々
も
飛
鳥
の
都
に
お
い
て
、
西
北
か
ら
風

が
吹
い
て
く
る
と
体
感
し
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
西
風
に
敏
感
で
あ
っ
た

（
（（
（

。

　川
が
集
ま
り
、
風
が
吹
き
込
む
と
い
う
視
点
は
、
農
耕
の
た
め
の
順
調
な
風
雨
を

祈
願
す
る
こ
と
が
祭
祀
の
目
的
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
非
常
に
重
要
な
こ
と

で
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
ぜ
祭
祀
が
同
時
一
対
で
広
瀬
と
龍
田
で
行

わ
れ
続
け
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
十
分
な
説
明
に
な
っ
て
い
る

と
は
言
い
難
い
。
単
純
に
川
と
風
と
い
っ
た
自
然
現
象
を
追
い
か
け
て
い
る
だ
け
で

は
、
こ
の
両
社
で
国
家
主
体
の
祭
祀
が
開
始
さ
れ
、
継
続
さ
れ
た
理
由
は
解
明
で
き

な
い
。
次
節
で
は
、
前
節
で
あ
げ
た
③
の
使
者
の
点
か
ら
考
え
て
み
る
こ
と
と
し
た

い
。

❸
広
瀬
・
龍
田
の
地
域
的
特
徴

　第
一
節
の
前
掲
の
③
で
指
摘
し
た
広
瀬
・
龍
田
に
派
遣
さ
れ
た
使
者
に
つ
い
て
確

認
す
る
。『
紀
』
で
は
、
天
武
四
年
四
月
癸
未
の
初
見
記
事
（
表
A
№
（
）
に
の
み
、

両
社
に
派
遣
さ
れ
た
使
者
と
そ
の
冠
位
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
両
社
の
祭
祀
に
派
遣

さ
れ
る
使
者
は
、
後
の
従
三
位
か
ら
六
位
に
相
当
す
る
人
物
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う

に
使
者
が
、
お
よ
そ
五
位
以
上
相
当
で
あ
っ
た
の
は
、
こ
の
初
見
記
事
の
こ
ろ
か
ら

変
わ
っ
て
い
な
い

（
（（
（

。

　そ
こ
で
、
こ
の
時
の
使
者
個
人
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
。

　龍
田
社
に
派
遣
さ
れ
た
美
濃
王
は
、
壬
申
の
乱
の
時
、
天
武
天
皇
に
菟
田
目
羅
村

付
近
で
召
さ
れ
、
そ
の
後
は
、
高
市
大
寺
の
造
営
、
国
家
的
修
史
事
業
へ
の
参
加
、

新
都
造
営
の
た
め
の
地
形
観
察
や
、
信
濃
国
に
派
遣
さ
れ
地
図
を
作
成
し
た
経
歴
の

持
ち
主
で
あ
る

（
（（
（

。

　次
に
、
同
じ
く
龍
田
に
派
遣
さ
れ
た
佐
伯
連
広
足
に
つ
い
て
み
て
い
く
。
佐
伯
氏

は
軍
事
を
専
門
と
す
る
氏
族
で
あ
る
が
、
広
足
は
高
麗
大
使
と
な
り
、
そ
の
後
無
事

に
帰
国
し
た
こ
と
や
、
筑
紫
に
巡
察
に
赴
い
た
り
し
た
こ
と
が
『
紀
』
よ
り
知
ら
れ
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。　広
瀬
に
派
遣
さ
れ
た
間
人
連
大
蓋
は
、
表
A
№
（
以
外
の
記
事
で
は
『
紀
』
天
智

二
年
（
六
六
三
）
三
月
条
に
、
新
羅
に
前
将
軍
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
こ
と
の
み
が
知

ら
れ
る
。

　そ
し
て
、
同
じ
く
広
瀬
に
派
遣
さ
れ
た
曾
禰
連
韓
犬
に
つ
い
て
は
、
そ
の
経
歴
は

史
料
か
ら
は
う
か
が
え
な
い
。
山
根
惇
志
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、『
紀
』
天
武
十
年

十
二
月
癸
巳
条
で
の
叙
位
は
壬
申
の
乱
に
お
け
る
功
に
よ
る
も
の
で
あ
る

（
（（
（

。

　こ
の
よ
う
に
み
て
い
く
と
、
四
人
は
軍
事
と
関
係
し
た
経
歴
を
有
す
る
よ
う
で
あ

る
。
だ
が
、
天
武
紀
で
み
ら
れ
る
氏
族
の
多
く
は
い
ず
れ
も
壬
申
の
乱
の
功
臣
で
あ

る
可
能
性
が
高
く
、
必
ず
し
も
広
瀬
・
龍
田
の
祭
祀
に
関
わ
っ
た
人
物
の
み
が
軍
事

と
関
係
し
て
い
る
氏
族
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
つ
ま
り
、
使
者
と
な
っ
た
人
物
の

経
歴
か
ら
は
、
こ
の
両
祭
が
軍
事
を
ベ
ー
ス
に
で
き
た
と
は
言
い
き
れ
な
い
の
で
あ

る
。　で

は
、
広
瀬
と
龍
田
の
地
は
ど
の
よ
う
な
地
域
的
特
徴
に
よ
っ
て
、
同
時
に
使
者

が
派
遣
さ
れ
、
祭
祀
が
行
わ
れ
る
地
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
私
見
で
は
、
こ
の
二

つ
の
地
域
は
、
政
治
上
の
要
衝
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。『
紀
』
天
武
元
年
七
月
壬
子

条
に
よ
れ
ば
、
龍
田
は
壬
申
の
乱
の
時
に
大
坂
（
現
香
芝
市
逢
坂
）
と
と
も
に
軍
兵

が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、『
紀
』
天
武
八
年
（
六
七
九
）
十
一
月
是
月
条
で

は
、
龍
田
山
と
大
坂
山
に
関
が
、
難
波
に
羅
城
が
設
置
さ
れ
る
。
一
方
の
広
瀬
は
、

天
武
十
年
十
月
是
月
条
よ
り
広
瀬
野
行
宮
を
造
営
し
、
こ
の
時
に
は
実
現
し
な
か
っ

た
が
、
天
武
十
三
年
七
月
癸
丑
条
に
行
幸
の
記
事
が
み
え
る
。
広
瀬
・
龍
田
祭
の
開

始
と
併
せ
て
、
天
武
紀
の
記
事
か
ら
は
、
二
つ
の
地
域
が
重
視
さ
れ
て
い
た
と
理
解

で
き
る
。

　す
で
に
平
林
章
仁
氏
は
、
敏
達
天
皇
家
王
族
は
広
瀬
郡
お
よ
び
葛
下
郡
北
部
に
、

上
宮
王
家
は
平
群
郡
斑
鳩
に
基
盤
を
獲
得
し
、
王
位
継
承
権
を
め
ぐ
り
対
抗
的
関
係

に
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
ら
れ
て
い
る

（
（（
（

。
広
瀬
・
龍
田
の
祭
祀
が
始
ま
る
の
は
天
武
四

年
で
あ
り
、
上
宮
王
家
の
滅
亡
か
ら
四
十
四
年
経
て
い
る
の
で
、
す
で
に
龍
田
の
対

抗
的
要
素
は
、
実
際
に
は
希
薄
に
な
っ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
傾
聴
す
べ
き

指
摘
で
あ
る
と
考
え
る
。

　広
瀬
と
龍
田
は
、
共
に
県
主
の
存
在
が
確
認
で
き
な
い
地
域
で
あ
っ
た
が

（
（（
（

、『
紀
』

敏
達
十
四
年
八
月
亥
条
に

天
皇
病
弥
留
、
崩
二
于
大
殿
一
。
是
時
、
起
二
殯
宮
於
広
瀬
一
。

と
あ
り
、
広
瀬
の
地
は
敏
達
天
皇
の
広
瀬
殯
宮
が
設
営
さ
れ
、
天
武
・
持
統
に
つ
な

が
る
敏
達
天
皇
後
裔
王
族
と
す
で
に
関
わ
り
の
深
い
地
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
、
こ

の
よ
う
な
氏
族
・
王
族
の
勢
力
問
題
を
等
閑
視
し
た
と
し
て
も
、
龍
田
が
制
御
し
難

い
地
で
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
龍
田
の
地
は
大
和
へ
入
る
た

め
の
ル
ー
ト
と
し
て
神
武
即
位
前
紀
四
月
甲
辰
条
に

皇
師
勒
レ
兵
、
歩
趣
二
龍
田
一
。
而
其
路
狭
嶮
、
人
不
レ
得
二
並
行
一
。
乃
還
欲
下

東
踰
二
膽
駒
山
一
、
而
入
中
洲
上
。

と
見
え
る
が
、
そ
の
道
は
険
し
く
進
む
こ
と
が
出
来
な
い
よ
う
な
地
で
あ
っ
た
と
表

さ
れ
て
い
る
。
延
喜
祝
詞
式
龍
田
祭
条
で
も
、龍
田
の
神
は
「
作
り
作
る
物
を
傷
る
」

被
害
を
及
ぼ
す
神
で
あ
っ
た
と
あ
る
。
天
武
・
持
統
王
権
に
と
っ
て
、
龍
田
を
広
瀬

と
共
に
掌
握
す
る
こ
と
は
重
要
な
命
題
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　こ
の
仮
説
を
交
通
の
面
か
ら
検
討
し
て
み
た
い
。

　ま
ず
、
河
内
・
摂
津
と
大
和
を
結
ぶ
水
上
交
通
と
し
て
思
い
浮
か
ぶ
の
は
大
和
川

で
あ
る
。
大
和
川
は
大
和
盆
地
周
辺
の
山
地
に
水
源
を
持
ち
、
広
瀬
と
龍
田
沿
い
を

通
り
、
淀
川
、
大
阪
湾
に
注
ぐ
河
川
で
あ
る
。（
地
図
B
参
照
。
現
在
の
大
和
川
は

宝
暦
元
年
〈
一
七
〇
一
〉
の
流
路
付
け
替
え
に
よ
り
堺
市
に
流
れ
、大
阪
湾
に
注
ぐ
。）

古
代
に
お
い
て
大
和
川
流
域
の
支
配
が
、
天
皇
や
豪
族
の
政
治
力
に
大
き
な
役
割
を

果
た
し
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
は
先
学
の
研
究
が
あ
る

（
（（
（

。
大
和
川
を
押
さ
え
る
こ
と

は
大
和
か
ら
難
波
へ
通
じ
る
ル
ー
ト
の
確
保
を
意
味
し
て
い
た
。

　ま
ず
、
広
瀬
社
付
近
で
は
佐
保
川
と
初
瀬
川
が
、
そ
れ
に
寺
川
と
飛
鳥
川
が
流
れ

込
み
、
さ
ら
に
そ
れ
に
曾
我
川
、
葛
城
川
、
高
田
川
が
南
か
ら
、
大
和
川
へ
合
流
す

る
。
さ
ら
に
河
内
・
摂
津
に
向
か
っ
て
大
和
川
を
西
に
進
む
と
、
龍
田
社
の
位
置
す
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六
六
三
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、
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、
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の
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に
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し
た
経
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有
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よ
う
で
あ
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だ
が
、
天
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紀
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ず
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功
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で
あ
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可
能
性
が
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、
必
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し
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龍
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祀
に
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た
人
物
の
み
が
軍
事

と
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し
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る
氏
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で
あ
る
と
は
い
え
な
い
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つ
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り
、
使
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と
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人
物
の

経
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こ
の
両
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が
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事
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に
で
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と
は
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い
の
で
あ
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は
、
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は
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よ
う
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地
域
的
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徴
に
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、
同
時
に
使
者

が
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遣
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れ
、
祭
祀
が
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地
で
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た
の
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。
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見
で
は
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の
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つ
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の
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た
と
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』
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七
月
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、
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の
時
に
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坂
（
現
香
芝
市
逢
坂
）
と
と
も
に
軍
兵

が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、『
紀
』
天
武
八
年
（
六
七
九
）
十
一
月
是
月
条
で

は
、
龍
田
山
と
大
坂
山
に
関
が
、
難
波
に
羅
城
が
設
置
さ
れ
る
。
一
方
の
広
瀬
は
、

天
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十
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十
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是
月
条
よ
り
広
瀬
野
行
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を
造
営
し
、
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時
に
は
実
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し
な
か
っ

た
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瀬
・
龍
田
祭
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は
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つ
の
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視
さ
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て
い
た
と
理
解

で
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る
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は
、
敏
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天
皇
家
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龍
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祀
が
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る
の
は
天
武
四

年
で
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り
、
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宮
王
家
の
滅
亡
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ら
四
十
四
年
経
て
い
る
の
で
、
す
で
に
龍
田
の
対

抗
的
要
素
は
、
実
際
に
は
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に
な
っ
て
い
る
と
も
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が
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傾
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す
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き

指
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で
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と
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　広
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と
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、
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の
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で
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で
あ
っ
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が
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、『
紀
』

敏
達
十
四
年
八
月
亥
条
に

天
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病
弥
留
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殿
一
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是
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、
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と
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踰
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膽
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な
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で
あ
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た
の
で
は
な
い
だ
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う
か
。
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の
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説
を
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通
の
面
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ら
検
討
し
て
み
た
い
。
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ず
、
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内
・
摂
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と
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を
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水
上
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と
し
て
思
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か
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の
は
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和
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は
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に
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を
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を
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に
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や
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に
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を
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に
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和
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を
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と
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和
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通
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を
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て
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、
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で
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が
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込
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田
社
の
位
置
す
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る
生
駒
山
地
と
金
剛
山
地
の
間
に
至
る
。
こ
こ
も
、
大
和
川
に
葛
下
川
や
龍
田
川
が

合
流
す
る
地
で
あ
っ
た
。
広
瀬
の
地
と
同
様
、
龍
田
の
地
も
河
内
・
摂
津
と
大
和
を

結
ぶ
水
陸
両
面
で
の
要
所
で
あ
っ
た
。

　壬
申
の
乱
の
時
に
兵
が
集
結
し
、
そ
の
後
、
関
が
設
け
ら
れ
た
龍
田
と
い
う
土
地

は
河
内
へ
と
向
か
う
道
沿
い
に
あ
る
。
龍
田
越
と
は
、
大
和
と
河
内
を
結
ぶ
古
道
で

あ
る
龍
田
道
の
こ
と
を
指
し
、
法
隆
寺
の
南
か
ら
西
に
向
か
い
、
現
在
の
龍
田
大
社

前
を
す
ぎ
信
貴
山
麓
の
龍
田
山
を
越
え
て
現
大
阪
府
柏
原
市
へ
出
る
、
大
和
川
沿
い

の
峠
道
の
こ
と
で
あ
る
。
龍
田
道
を
さ
ら
に
西
に
い
き
、
大
津
道
を
通
る
と
河
内
国

を
す
ぎ
、
難
波
大
道
を
北
上
す
る
と
難
波
に
着
く

（
（（
（

。（
地
図
B
参
照
）
先
述
し
た
龍

田
と
大
坂
の
関
の
設
置
と
同
時
に
、
難
波
に
も
羅
城
が
築
か
れ
て
い
る
の
は
、
難
波

へ
の
交
通
路
で
あ
る
龍
田
道
の
整
備
・
管
理
を
物
語
っ
て
い
る
。
要
所
を
国
家
が
把

握
す
る
、
ま
さ
に
中
央
集
権
的
な
地
で
あ
っ
た
。

　第
一
節
に
お
い
て
⑤
で
、
両
社
の
祭
祀
の
条
文
に
お
け
る
記
載
順
が
「
龍
田
・
広

瀬
」
か
ら
「
広
瀬
・
龍
田
」
に
変
わ
る
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
こ
れ
も
幹
道
の
整
備

に
伴
っ
た
変
更
で
あ
る
可
能
性
も
否
定
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　も
ち
ろ
ん
こ
れ
を
も
っ
て
龍
田
道
が
で
き
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
神
武
即
位

前
紀
や
履
中
即
位
前
紀
に
も
、
史
実
と
は
言
え
な
い
ま
で
も
龍
田
道
に
関
わ
る
記
事

が
み
え
、
現
在
比
定
さ
れ
る
龍
田
道
と
の
ず
れ
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
古
く
か

ら
大
和
と
河
内
を
結
ぶ
道
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
は
ず
で
あ
る
。

　大
和
と
河
内
を
結
ぶ
道
は
、
考
古
学
的
に
は
根
拠
が
見
つ
か
っ
て
は
い
な
い
が
横

大
路
が
七
世
紀
前
半
に
存
在
し
、
そ
の
横
大
路
と
つ
な
が
る
竹
内
峠
を
通
る
当
麻
道

が
、
次
に
穴
虫
峠
を
通
る
大
坂
道
が
、
順
次
龍
田
道
よ
り
先
に
主
道
と
し
て
利
用
さ

れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、大
和
河
内
間
の
道
は
、次
第
に
大
和
国
を
南
か
ら
北
に
あ
が
っ

て
お
り
、
龍
田
道
は
飛
鳥
・
藤
原
宮
か
ら
み
て
そ
の
北
限
に
あ
た
る
。
さ
ら
に
、
龍

田
道
は
平
城
遷
都
の
後
に
は
、
都
の
位
置
の
北
上
と
共
に
、
そ
の
南
に
あ
る
当
麻
道

に
代
わ
る
幹
線
道
路
と
し
て
使
用
さ
れ
、「
ハ
レ
の
道
」
で
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
も

あ
る

（
（（
（

。

　以
上
、
見
て
き
た
よ
う
に
、
龍
田
は
、
壬
申
の
乱
後
に
幹
道
と
し
て
整
備
し
始
め

ら
れ
る
地
域
で
あ
っ
た
。
言
い
方
を
変
え
れ
ば
、
天
武
期
に
お
い
て
、
大
和
川
水
運

と
共
に
重
要
な
大
和
・
河
内
間
の
大
和
国
北
限
の
道
が
主
道
と
な
り
う
る
状
況
が
で

き
あ
が
っ
た
。こ
う
し
た
交
通
上
の
要
所
を
共
に
押
さ
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、

飛
鳥
を
中
心
と
し
た
大
和
盆
地
か
ら
龍
田
地
域
も
含
め
た
大
和
川
流
域
全
体
を
機
能

的
に
支
配
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　こ
の
こ
と
は
す
で
に
別
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
龍
田
祭
の
祝
詞
か
ら
も
判
明
す
る

（
（（
（

。

龍
田
の
神
は
、飛
鳥
の
地
か
ら
見
て
西
に
い
る「
作
り
作
る
物
を
傷
る
」神
で
あ
っ
た
。

龍
田
の
祭
祀
を
国
家
が
管
理
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
被
害
を
及
ぼ
し
て
い
た
神
の
い

る
地
域
を
掌
握
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
た
。
そ
の
神
と
共
に
、
広
瀬

で
大
忌
神
が
祭
ら
れ
た
。
負
の
作
用
を
及
ぼ
す
神
と
、
正
の
作
用
を
も
た
ら
す
神
と

を
共
に
祭
る
こ
と
に
、
広
瀬
と
龍
田
の
祭
祀
が
、
同
時
一
対
で
行
わ
れ
た
必
然
性
が

あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
都
が
移
っ
て
も
そ
の
象
徴
的
な
意
味
を
有
す
る
祭
祀
を
、
平

城
京
か
ら
見
て
乾
（
西
北
）
の
方
向
に
求
め
る
必
要
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
し
、
そ

し
て
、
そ
の
後
も
龍
田
道
が
「
ハ
レ
の
道
」
と
し
て
機
能
し
た
こ
と
に
よ
り
、
平
城

京
・
平
安
京
遷
都
後
も
変
わ
ら
ず
両
祭
祀
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　こ
の
よ
う
な
広
瀬
と
龍
田
の
祭
祀
に
お
け
る
地
域
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
祭
の
対

象
と
な
る
祭
神
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
次
節
で
は
、
こ
の
両
社
の
祭
祀
に
関
わ

る
祭
神
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

❹
広
瀬
大
忌
祭
・
龍
田
風
神
祭
の
祭
神

　本
節
で
は
、
第
一
節
で
あ
げ
た
④
の
祭
神
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。
表
A
か
ら

明
ら
か
な
よ
う
に
、
龍
田
で
祭
ら
れ
る
の
は
風
神
で
あ
り
、
広
瀬
で
祭
ら
れ
る
の
は

大
忌
神
で
あ
る
。
す
で
に
拙
稿
で
検
討
し
た
よ
う
に

（
（（
（

、「
大
忌
神
」
に
は
「
水
神
」

と
い
う
意
味
は
な
い
。
風
神
祭
は
風
害
に
よ
っ
て
「
作
り
作
る
物
を
傷
る
」
龍
田
の

神
と
契
約
し
、
五
穀
豊
穣
を
祈
願
す
る
祭
祀
で
あ
る
。
大
忌
祭
は
稲
作
に
適
切
な
水
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を
祈
り
、
風
神
が
「
作
り
作
る
物
を
傷
る
神
」
と
な
ら
な
い
よ
う
、
風
神
を
「
大
い

に
忌
む
」
た
め
の
祭
祀
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
広
瀬
の
神
は
風
神
に
対
し
て
大

忌
神
な
の
で
あ
る
。

　こ
の
広
瀬
と
龍
田
の
神
名
は
、
延
喜
神
名
式
で
は
、
広
瀬
社
は
「
広
瀬
坐
和
加
宇

加
乃
売
命
神
社
」、
龍
田
社
は
「
龍
田
坐
天
御
柱
国
御
柱
神
社
」
で
あ
り
、
そ
の
祭

神
は
、延
喜
祝
詞
式
大
忌
祭
条
に
は
「
若
宇
加
能
売
能
命
」、同
式
風
神
祭
条
に
は
「
天

乃
御
柱
乃
命
国
乃
御
柱
乃
命
」
と
見
え
る
。

　青
木
氏
に
よ
れ
ば
、
広
瀬
社
の
祭
神
「
ワ
カ
ウ
カ
ノ
メ
ノ
命
」
の
「
ワ
カ
」
は
「
若

い
」、「
ウ
カ
」
は
穀
物

（
（（
（

、「
メ
」
は
女
性
を
指
し
、
広
瀬
社
の
祭
神
は
「
若
々
し
い

穀
物
の
女
神
」
を
意
味
す
る
。
ま
た
、『
紀
』
で
は
、
広
瀬
の
神
で
あ
る
ワ
カ
ウ
カ

ノ
メ
ノ
命
を
「
大
忌
神
」
と
呼
び
、大
忌
神
と
は
「
大
い
に
忌
み
清
め
て
祭
る
神
」
で
、

神
徳
を
賛
美
し
た
抽
象
的
名
称
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
。

　一
方
、
龍
田
の
祭
神
に
つ
い
て
は
、「
天
御
柱
」「
国
御
柱
」
の
「
ア
マ
」「
ク
ニ
」

は
祭
神
を
二
つ
に
分
け
る
た
め
の
冠
詞
、「
ミ
」
は
尊
称
、「
ハ
シ
ラ
」
は
神
を
数
え

る
単
位
で
あ
り
、
こ
れ
も
抽
象
的
名
称
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
。
そ
し
て
、『
紀
』

で
は
龍
田
に
つ
い
て
は
「
風
神
」
と
い
う
具
体
的
な
呼
称
を
使
用
し
た
と
す
る
。

　祭
神
の
名
称
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
氏
は
二
つ
の
重
要
な
指
摘
を
さ
れ
て
い

る
。　第

一
に
、『
紀
』・『
古
事
記
』（
以
下
『
記
』
と
略
す
）
と
の
関
係
で
あ
る
。
氏
は
、

記
紀
神
話
の
中
に
は
、
広
瀬
・
龍
田
の
神
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指

摘
さ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
周
知
の
よ
う
に
抽
象
的
な
水
の
神
、
生
産
の
神
、
穀
物
の
神

に
つ
い
て
は
記
紀
で
も
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、『
記
』
で
伊
邪
那
美
神
が
火
の

神
を
生
ん
で
病
む
と
こ
ろ
で
、
弥
都
波
能
売
神
（
水
の
神
）
と
和
久
産
巣
日
神
（
穀

物
の
神
、
豊
宇
気
毘
売
神
は
そ
の
子
）
が
み
え
る
の
は
、
水
と
農
耕
生
産
と
の
関
係

を
示
し
た
も
の
で
、広
瀬
社
の
神
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

同
様
に
、『
記
』
に
み
え
る
風
神
「
志
那
都
比
古
神
」
も
、『
紀
』
に
み
え
る
風
神
「
級

長
戸
邊
命
・
級
長
津
彦
命
」
も
、
抽
象
的
・
一
般
的
な
風
神
を
指
す
も
の
で
あ
り
、

具
体
的
に
龍
田
の
風
神
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
は
な
い
と
指
摘
し
て
い
る

（
（（
（

。

　第
二
に
、
広
瀬
の
「
ワ
カ
ウ
カ
ノ
メ
ノ
命
」
や
龍
田
の
「
天
ノ
御
柱
ノ
命
・
国
ノ

御
柱
ノ
命
」
と
い
う
抽
象
的
な
名
称
の
神
は
新
し
い
思
想
の
産
物
で
あ
る
と
論
じ
ら

れ
た
。
氏
に
よ
れ
ば
、
自
然
発
生
的
に
古
く
か
ら
祭
ら
れ
て
い
る
神
に
は
、
本
来
は

神
名
は
な
く
、
神
名
が
つ
け
ら
れ
る
時
に
は
そ
の
土
地
の
名
を
冠
す
る
の
が
通
常
の

手
続
き
で
あ
る
。
神
の
職
能
が
明
ら
か
と
な
っ
て
、
職
能
を
示
す
神
名
を
つ
け
る
こ

と
の
で
き
る
前
提
に
は
明
確
な
神
霊
の
認
識
が
あ
り
、
そ
れ
は
自
然
発
生
的
に
祭
ら

れ
て
き
た
氏
族
の
神
・
土
地
の
神
と
は
異
な
る
と
述
べ
た
。

　例
え
ば
、
三
輪
大
物
主
神
と
異
な
り
、
三
輪
氏
の
よ
う
な
奉
祭
氏
族
が
広
瀬
と
龍

田
の
両
社
に
は
存
在
せ
ず
特
定
の
氏
族
の
神
で
は
な
い
こ
と
、
三
輪
の
よ
う
な
地
名

を
神
名
に
含
ま
ず
特
定
の
土
地
の
神
で
は
な
い
と
論
じ
ら
れ
た
。

　つ
ま
り
、
氏
は
、
記
紀
神
話
に
は
広
瀬
・
龍
田
の
神
に
つ
い
て
は
見
え
ず
、
そ
れ

ぞ
れ
の
土
地
に
両
社
が
自
然
発
生
的
に
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
ふ

ま
え
る
と
、
両
社
の
創
始
は
古
く
な
く
、
冒
頭
に
あ
げ
た
初
見
記
事
の
天
武
四
年
四

月
に
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　確
か
に
、
初
見
記
事
以
降
は
、
広
瀬
・
龍
田
の
祭
祀
は
国
家
主
導
の
下
で
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
か
ら
素
朴
な
信
仰
形
態
が
そ
の
二
社
の

地
に
あ
っ
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い

（
（（
（

。

　広
瀬
と
龍
田
の
祭
祀
が
国
家
祭
祀
と
な
る
過
程
で
で
き
た
広
瀬
大
忌
祭
の
祝
詞
に

よ
れ
ば

（
（（
（

、
大
忌
祭
で
は
、
広
瀬
社
の
祭
神
の
み
な
ら
ず
、「
倭
の
国
の
六
つ
の
御
県
、

乃
、
山
口
に
坐
す
皇
神
た
ち
」
も
祭
祀
の
対
象
で
あ
る

（
（（
（

。

　こ
こ
に
み
え
る
「
倭
の
国
の
六
つ
の
御
県
」
と
は
、添
・
葛
木
・
志
貴
・
高
市
・
十
市
・

山
辺
の
御
県
神
を
指
す
。
広
瀬
社
付
近
で
合
流
す
る
河
川
は
そ
の
社
の
あ
る
地
域
―

佐
保
川
は
添
、
初
瀬
川
は
志
貴
と
山
辺
、
寺
川
は
十
市
、
飛
鳥
川
は
高
市
、
葛
城
川

は
葛
木
―
を
通
っ
て
き
て
い
る
。
地
図
B
に
見
え
る
よ
う
に
、
六
つ
の
御
県
か
ら
流

れ
出
て
き
た
河
川
は
、
広
瀬
社
の
下
で
統
合
さ
れ
、
龍
田
社
の
所
在
す
る
生
駒
と
葛

城
の
山
間
を
抜
け
て
河
内
平
野
へ
と
流
れ
出
る
。
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を
祈
り
、
風
神
が
「
作
り
作
る
物
を
傷
る
神
」
と
な
ら
な
い
よ
う
、
風
神
を
「
大
い

に
忌
む
」
た
め
の
祭
祀
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
広
瀬
の
神
は
風
神
に
対
し
て
大

忌
神
な
の
で
あ
る
。

　こ
の
広
瀬
と
龍
田
の
神
名
は
、
延
喜
神
名
式
で
は
、
広
瀬
社
は
「
広
瀬
坐
和
加
宇

加
乃
売
命
神
社
」、
龍
田
社
は
「
龍
田
坐
天
御
柱
国
御
柱
神
社
」
で
あ
り
、
そ
の
祭

神
は
、延
喜
祝
詞
式
大
忌
祭
条
に
は
「
若
宇
加
能
売
能
命
」、同
式
風
神
祭
条
に
は
「
天

乃
御
柱
乃
命
国
乃
御
柱
乃
命
」
と
見
え
る
。

　青
木
氏
に
よ
れ
ば
、
広
瀬
社
の
祭
神
「
ワ
カ
ウ
カ
ノ
メ
ノ
命
」
の
「
ワ
カ
」
は
「
若

い
」、「
ウ
カ
」
は
穀
物

（
（（
（

、「
メ
」
は
女
性
を
指
し
、
広
瀬
社
の
祭
神
は
「
若
々
し
い

穀
物
の
女
神
」
を
意
味
す
る
。
ま
た
、『
紀
』
で
は
、
広
瀬
の
神
で
あ
る
ワ
カ
ウ
カ

ノ
メ
ノ
命
を
「
大
忌
神
」
と
呼
び
、大
忌
神
と
は
「
大
い
に
忌
み
清
め
て
祭
る
神
」
で
、

神
徳
を
賛
美
し
た
抽
象
的
名
称
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
。

　一
方
、
龍
田
の
祭
神
に
つ
い
て
は
、「
天
御
柱
」「
国
御
柱
」
の
「
ア
マ
」「
ク
ニ
」

は
祭
神
を
二
つ
に
分
け
る
た
め
の
冠
詞
、「
ミ
」
は
尊
称
、「
ハ
シ
ラ
」
は
神
を
数
え

る
単
位
で
あ
り
、
こ
れ
も
抽
象
的
名
称
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
。
そ
し
て
、『
紀
』

で
は
龍
田
に
つ
い
て
は
「
風
神
」
と
い
う
具
体
的
な
呼
称
を
使
用
し
た
と
す
る
。

　祭
神
の
名
称
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
氏
は
二
つ
の
重
要
な
指
摘
を
さ
れ
て
い

る
。　第

一
に
、『
紀
』・『
古
事
記
』（
以
下
『
記
』
と
略
す
）
と
の
関
係
で
あ
る
。
氏
は
、

記
紀
神
話
の
中
に
は
、
広
瀬
・
龍
田
の
神
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指

摘
さ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
周
知
の
よ
う
に
抽
象
的
な
水
の
神
、
生
産
の
神
、
穀
物
の
神

に
つ
い
て
は
記
紀
で
も
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、『
記
』
で
伊
邪
那
美
神
が
火
の

神
を
生
ん
で
病
む
と
こ
ろ
で
、
弥
都
波
能
売
神
（
水
の
神
）
と
和
久
産
巣
日
神
（
穀

物
の
神
、
豊
宇
気
毘
売
神
は
そ
の
子
）
が
み
え
る
の
は
、
水
と
農
耕
生
産
と
の
関
係

を
示
し
た
も
の
で
、広
瀬
社
の
神
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

同
様
に
、『
記
』
に
み
え
る
風
神
「
志
那
都
比
古
神
」
も
、『
紀
』
に
み
え
る
風
神
「
級

長
戸
邊
命
・
級
長
津
彦
命
」
も
、
抽
象
的
・
一
般
的
な
風
神
を
指
す
も
の
で
あ
り
、

具
体
的
に
龍
田
の
風
神
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
は
な
い
と
指
摘
し
て
い
る

（
（（
（

。

　第
二
に
、
広
瀬
の
「
ワ
カ
ウ
カ
ノ
メ
ノ
命
」
や
龍
田
の
「
天
ノ
御
柱
ノ
命
・
国
ノ

御
柱
ノ
命
」
と
い
う
抽
象
的
な
名
称
の
神
は
新
し
い
思
想
の
産
物
で
あ
る
と
論
じ
ら

れ
た
。
氏
に
よ
れ
ば
、
自
然
発
生
的
に
古
く
か
ら
祭
ら
れ
て
い
る
神
に
は
、
本
来
は

神
名
は
な
く
、
神
名
が
つ
け
ら
れ
る
時
に
は
そ
の
土
地
の
名
を
冠
す
る
の
が
通
常
の

手
続
き
で
あ
る
。
神
の
職
能
が
明
ら
か
と
な
っ
て
、
職
能
を
示
す
神
名
を
つ
け
る
こ

と
の
で
き
る
前
提
に
は
明
確
な
神
霊
の
認
識
が
あ
り
、
そ
れ
は
自
然
発
生
的
に
祭
ら

れ
て
き
た
氏
族
の
神
・
土
地
の
神
と
は
異
な
る
と
述
べ
た
。

　例
え
ば
、
三
輪
大
物
主
神
と
異
な
り
、
三
輪
氏
の
よ
う
な
奉
祭
氏
族
が
広
瀬
と
龍

田
の
両
社
に
は
存
在
せ
ず
特
定
の
氏
族
の
神
で
は
な
い
こ
と
、
三
輪
の
よ
う
な
地
名

を
神
名
に
含
ま
ず
特
定
の
土
地
の
神
で
は
な
い
と
論
じ
ら
れ
た
。

　つ
ま
り
、
氏
は
、
記
紀
神
話
に
は
広
瀬
・
龍
田
の
神
に
つ
い
て
は
見
え
ず
、
そ
れ

ぞ
れ
の
土
地
に
両
社
が
自
然
発
生
的
に
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
ふ

ま
え
る
と
、
両
社
の
創
始
は
古
く
な
く
、
冒
頭
に
あ
げ
た
初
見
記
事
の
天
武
四
年
四

月
に
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　確
か
に
、
初
見
記
事
以
降
は
、
広
瀬
・
龍
田
の
祭
祀
は
国
家
主
導
の
下
で
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
か
ら
素
朴
な
信
仰
形
態
が
そ
の
二
社
の

地
に
あ
っ
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い

（
（（
（

。

　広
瀬
と
龍
田
の
祭
祀
が
国
家
祭
祀
と
な
る
過
程
で
で
き
た
広
瀬
大
忌
祭
の
祝
詞
に

よ
れ
ば

（
（（
（

、
大
忌
祭
で
は
、
広
瀬
社
の
祭
神
の
み
な
ら
ず
、「
倭
の
国
の
六
つ
の
御
県
、

乃
、
山
口
に
坐
す
皇
神
た
ち
」
も
祭
祀
の
対
象
で
あ
る

（
（（
（

。

　こ
こ
に
み
え
る
「
倭
の
国
の
六
つ
の
御
県
」
と
は
、添
・
葛
木
・
志
貴
・
高
市
・
十
市
・

山
辺
の
御
県
神
を
指
す
。
広
瀬
社
付
近
で
合
流
す
る
河
川
は
そ
の
社
の
あ
る
地
域
―

佐
保
川
は
添
、
初
瀬
川
は
志
貴
と
山
辺
、
寺
川
は
十
市
、
飛
鳥
川
は
高
市
、
葛
城
川

は
葛
木
―
を
通
っ
て
き
て
い
る
。
地
図
B
に
見
え
る
よ
う
に
、
六
つ
の
御
県
か
ら
流

れ
出
て
き
た
河
川
は
、
広
瀬
社
の
下
で
統
合
さ
れ
、
龍
田
社
の
所
在
す
る
生
駒
と
葛

城
の
山
間
を
抜
け
て
河
内
平
野
へ
と
流
れ
出
る
。
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　「
山
口
に
坐
す
皇
神
た
ち
」
に
つ
い
て
は
、
広
瀬
大
忌
祭
の
祝
詞
か
ら
は
具
体
的

な
名
称
は
知
ら
れ
な
い
が
、
お
そ
ら
く
こ
こ
で
い
う
山
口
神
は
、
延
喜
祝
詞
式
月
次

祭
条
に
見
え
る
、
飛
鳥
山
口
・
石
村
山
口
・
忍
坂
山
口
・
長
谷
山
口
・
畝
火
山
口
・

耳
無
山
口
の
六
社
で
あ
っ
た
ろ
う
。
月
次
祭
は
、
ヤ
マ
ト
を
基
盤
と
す
る
地
域
的
王

権
が
古
く
か
ら
執
行
し
て
き
た
祭
祀
で
あ
り
、
そ
の
祝
詞
に
み
ら
れ
る
神
々
も
古
い

段
階
か
ら
の
自
然
発
生
的
な
信
仰
を
表
し
て
い
る

（
（（
（

。

　地
図
Ｂ
で
確
認
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
六
つ
の
山
口
神
は
、
他
の
山
口
神
と
比
べ
る

と
、
飛
鳥
、
藤
原
京
付
近
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
山

口
神
も
、
飛
鳥
山
口
・
畝
火
山
口
は
飛
鳥
川
、
石
村
山
口
・
忍
坂
山
口
・
耳
無
山
口

は
寺
川
、
長
谷
山
口
は
初
瀬
川
沿
い
に
位
置
し
、
そ
れ
ら
の
河
川
は
、
や
は
り
六
つ

の
御
県
の
神
の
時
に
指
摘
し
た
が
、
広
瀬
社
付
近
で
合
流
す
る
。

　こ
れ
ら
の
神
々
を
合
わ
せ
て
祭
る
場
所
と
し
て
広
瀬
の
地
は
確
か
に
適
し
て
い

る
。
広
瀬
大
忌
祭
が
、「
倭
の
国
の
六
つ
の
御
県
」「
山
口
に
坐
す
皇
神
た
ち
」
を
統

合
す
る
形
で
行
わ
れ
て
い
た
祭
祀
で
あ
る
こ
と
が
、
祭
神
の
面
か
ら
も
指
摘
で
き
よ

う
（
（（
（

。　ま
た
、
延
喜
四
時
祭
式
大
忌
祭
条
に
は

　
　是

日
、
以
二
御
県
六
座
・
山
口
十
四
座
一
合
祭
。

と
あ
り
、
広
瀬
社
と
同
日
に
、
御
県
の
神
六
座
と
山
口
の
神
十
四
座
の
神
も
あ
わ
せ

て
祭
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。「
御
県
六
座
」
は
先
に
示
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、

山
口
神
に
つ
い
て
は
「
十
四
座
」
と
、
先
述
し
た
も
の
よ
り
八
社
増
え
て
い
る
。

　「
山
口
神
十
四
座
」
は
、
延
喜
神
名
式
大
和
国
条
に
み
え
る
、
夜
支
布
山
口
・
伊

古
麻
山
口
・
巨
勢
山
口
・
鴨
山
口
・
当
麻
山
口
・
大
坂
山
口
・
吉
野
山
口
・
長
谷
山

口
・
忍
坂
山
口
・
飛
鳥
山
口
・
畝
火
山
口
・
石
村
山
口
・
耳
成
山
口
・
都
祁
山
口
の

十
四
座
で
あ
ろ
う

（
（（
（

。
こ
の
十
四
座
は
い
ず
れ
も
延
喜
臨
時
祭
式
祈
雨
神
祭
条
に
も
掲

げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
司
水
神
と
し
て
の
性
格
を
確
認
で
き
る
。

　増
加
し
た
八
社
の
位
置
も
地
図
B
よ
り
確
認
し
よ
う
。
ま
ず
、
一
目
で
明
ら
か
な

の
は
、
加
わ
っ
た
八
社
は
大
和
国
内
に
位
置
す
る
と
は
言
っ
て
も
、
先
の
六
社
に
比

べ
、
必
ず
し
も
飛
鳥
や
藤
原
京
の
近
く
に
位
置
す
る
と
は
言
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　夜
支
布
山
口
・
都
祁
山
口
は
、
や
が
て
木
津
川
に
注
い
で
い
く
河
川
沿
い
に
位
置

す
る
。
伊
古
麻
山
口
は
龍
田
川
沿
い
に
位
置
す
る
。
巨
勢
山
口
は
、
広
瀬
社
付
近
で

合
流
す
る
曽
我
川
沿
い
、
鴨
山
口
も
同
様
に
広
瀬
社
付
近
で
合
流
す
る
葛
城
川
沿
い

に
位
置
す
る
と
は
言
え
、
い
ず
れ
も
飛
鳥
・
藤
原
宮
か
ら
は
か
な
り
離
れ
て
い
る
。

当
麻
山
口
・
大
坂
山
口
は
葛
下
川
沿
い
に
あ
る
。
吉
野
山
口
は
吉
野
川
沿
い
に
位
置

す
る
が
、
こ
の
吉
野
川
は
奈
良
盆
地
へ
は
流
れ
出
ず
に
紀
ノ
川
へ
と
流
れ
出
る
。

　天
武
四
年
の
頃
の
実
態
を
反
映
す
る
と
考
え
ら
れ
る
延
喜
祝
詞
式
の
山
口
神
と
、

そ
の
後
に
加
わ
っ
た
山
口
神
と
共
通
し
て
い
る
点
は
、
い
ず
れ
も
川
沿
い
に
あ
り
、

水
に
関
わ
る
神
を
祭
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
地
理
的
関
係

は
異
な
っ
て
お
り
、
元
か
ら
の
山
口
神
が
い
ず
れ
も
広
瀬
社
付
近
で
合
流
す
る
河
川

沿
い
に
あ
る
の
と
異
な
り
、
新
た
な
山
口
神
は
そ
の
よ
う
な
河
川
沿
い
に
は
必
ず
し

も
位
置
せ
ず
、
ま
た
大
和
川
に
合
流
し
な
い
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、
次
第
に
祭
祀

の
対
象
と
な
る
範
囲
が
東
西
南
北
に
拡
大
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
現
象
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
広
瀬
大
忌
祭
で
対
象
と
な
る
範
囲
が
次
第
に
拡
大
し
て
い
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
前
節
で
交
通
の
面
よ
り
、
飛
鳥
を
中
心
と
し
た
大
和
盆
地
か
ら

大
和
川
流
域
全
体
へ
の
段
階
的
拡
大
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
こ
こ
で
も
同
様
の
こ
と

が
言
え
よ
う
。
広
瀬
で
祭
祀
が
行
わ
れ
続
け
た
の
は
、
た
だ
単
純
に
河
川
が
集
中
す

る
場
所
に
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
広
瀬
に
お
け
る
祭
祀
が
国
家
の
統
合
を
意
味
す

る
象
徴
的
な
祭
祀
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
広

瀬
大
忌
祭
に
関
わ
る
祭
神
は
増
加
し
、そ
の
範
囲
も
段
階
的
に
広
が
っ
た
の
で
あ
る
。

　一
方
の
龍
田
は
、
六
御
県
を
統
合
す
る
位
置
・
立
場
に
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
点

か
ら
見
て
も
、
龍
田
は
広
瀬
と
は
異
な
り
、
飛
鳥
を
中
心
と
し
た
地
域
と
は
性
質
が

異
な
っ
て
い
る
。
広
瀬
で
は
大
和
盆
地
を
走
る
諸
川
が
合
流
す
る
が
、
龍
田
付
近
で

は
合
流
後
の
大
和
川
に
、
南
か
ら
葛
下
川
や
、
北
か
ら
龍
田
川
・
富
雄
川
が
合
流
し
、

さ
ら
に
大
和
川
水
運
の
対
象
範
囲
は
広
が
る
。
こ
う
し
た
交
通
上
の
役
割
が
広
瀬
と

龍
田
に
求
め
ら
れ
た
た
め
、
国
家
が
主
体
的
に
そ
の
地
域
を
管
理
す
る
必
要
が
で
で



53

［広瀬大忌祭と龍田風神祭の成立と目的について］……山口えり

き
た
の
で
あ
ろ
う
。

　延
喜
式
内
社
の
多
く
は
相
嘗
祭
の
対
象
社
の
よ
う
に
、
国
家
祭
祀
の
対
象
と
な
る

以
前
か
ら
各
々
の
有
力
氏
族
や
地
域
集
団
に
よ
っ
て
祀
ら
れ
て
き
た
神
社
で
あ
る
の

に
対
し

（
（（
（

、
広
瀬
と
龍
田
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
以
前
の
状
況
や
祭
祀
集
団
に
つ
い
て
は

不
明
で
あ
る
。
こ
こ
に
や
は
り
「
新
た
に
」
そ
の
祭
祀
の
性
格
を
設
定
さ
れ
た
こ
と

が
表
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

❺
広
瀬
大
忌
祭
・
龍
田
風
神
祭
の
成
立
過
程

　第
一
節
で
あ
げ
た
①
か
ら
⑦
の
指
摘
の
う
ち
、
こ
れ
ま
で
①
か
ら
④
の
内
容
に
つ

い
て
検
討
し
て
き
た
。
最
後
に
、
⑤
・
⑥
・
⑦
の
点
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
き
た
い

と
思
う
。

　⑤
で
指
摘
し
た
記
載
の
順
番
が
「
龍
田
・
広
瀬
」
か
ら
「
広
瀬
・
龍
田
」
に
変
わ

る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
天
武
八
年
（
六
七
九
）
十
一
月
是
月
条
、

　
　初

置
二
関
於
龍
田
山
・
大
坂
山
一
。
仍
難
波
築
二
羅
城
一
。

で
、
龍
田
の
関
を
初
め
て
設
置
し
て
い
る
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
前
節

に
お
い
て
、
広
瀬
大
忌
祭
に
関
わ
る
山
口
神
が
増
加
す
る
こ
と
よ
り
、
大
忌
祭
が
対

象
と
す
る
地
域
が
拡
大
し
て
い
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
の
よ
う
な
対
象
地
域
の
拡

大
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
元
々
は
飛
鳥
か
ら
見
れ
ば
西
方
の
「
作
り
作
る
物
を
傷
る

神
」
の
い
た
龍
田
の
地
も
、
関
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
端
的
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、

天
武
・
持
統
王
権
に
と
っ
て
便
利
な
地
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
。
両
社
の
記
載
順
の

変
化
は
、
そ
の
地
域
の
性
格
の
変
化
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　そ
し
て
、
⑥
と
⑦
の
『
紀
』
の
表
記
の
変
化
か
ら
は
、
広
瀬
と
龍
田
の
祭
祀
の
新

し
さ
に
つ
い
て
指
摘
で
き
る
。

　第
一
節
で
あ
げ
た
⑥
の
よ
う
に
、
持
統
紀
か
ら
は
「
遣
二
使
者
一
」（
表
A
№
（0
の

み
「
遣
レ
使
」）
と
い
う
定
型
の
語
が
入
る
。

　『
紀
』
の
成
立
に
つ
い
て
は
、巻
に
よ
り
編
纂
の
人
や
時
期
が
異
な
る
と
い
う
「
書

紀
区
分
論
」
が
あ
る

（
（（
（

。
巻
二
九
の
天
武
紀
と
巻
三
〇
持
統
紀
の
間
に
は
著
し
い
差
異

が
あ
り
、そ
の
編
纂
時
期
に
は
時
間
差
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、

両
巻
で
は
⑥
で
あ
げ
た
よ
う
な
違
い
が
見
ら
れ
る
。

　ま
た
、
森
博
達
氏
に
よ
る
と
、
持
統
紀
の
撰
述
は
元
明
朝
の
和
銅
七
年
（
七
一
四
）

か
ら
で
あ
る

（
（（
（

。『
紀
』
は
そ
の
六
年
後
の
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
に
完
成
す
る
。
こ

の
間
、
養
老
律
令
の
編
纂
が
養
老
二
年
頃
よ
り
開
始
さ
れ
て
い
る
。
⑥
の
「
遣
二
使

者
一
」
と
い
う
定
型
の
文
言
の
使
用
は
、
広
瀬
・
龍
田
祭
の
神
祇
令
に
定
め
ら
れ
た

祭
祀
と
し
て
の
安
定
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　次
に
、
⑦
の
よ
う
に
持
統
六
年
四
月
（
表
A
№
（（
）
よ
り
、「
祭
」
の
字
が
「
祀
」

に
な
る
と
い
っ
た
表
記
の
変
化
も
見
ら
れ
る
。

　持
統
紀
に
つ
い
て
は
、
使
用
さ
れ
た
語
句
や
表
記
の
違
い
に
よ
り
、
そ
の
編
纂
者

は
複
数
存
在
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
単
な
る
編
者
の
交
代
と
受

け
取
ら
ず
浄
御
原
令
の
施
行
に
象
徴
さ
れ
る
持
統
朝
の
国
家
体
制
の
整
備
の
進
展
の

結
果
と
す
べ
き
と
い
う
畑
井
出
氏
の
考
え
も
あ
る

（
（（
（

。
ま
た
、
佐
々
田
悠
氏
も

（
（（
（

、
持
統

紀
の
臨
時
祭
祀
の
記
事
を
検
討
さ
れ
た
結
果
、
持
統
六
年
の
「
大
夫
謁
者
」
と
い
う

語
の
出
現
は
、
持
統
三
年
の
浄
御
原
令
の
施
行
を
経
た
、
そ
れ
相
応
の
事
実
を
反
映

し
て
選
択
さ
れ
た
語
で
あ
る
可
能
性
を
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

　と
す
る
と
、
今
ま
で
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
広
瀬
・
龍
田
の
祭
祀
を
表
す

文
字
の
変
化
に
つ
い
て
整
理
し
、
そ
の
背
景
を
探
る
必
要
が
出
て
こ
よ
う
。

　広
瀬
・
龍
田
の
祭
祀
を
示
す
文
字
は「
祠
」（
天
武
四
年 

龍
田
に
対
し
て
）・「
祭
」（
天

武
四
年 

広
瀬
、
天
武
五
年
か
ら
持
統
五
年
ま
で
は
両
社
）・「
祀
」（
持
統
六
年
以
降
）

の
三
文
字
で
あ
る
。

　ま
ず
、「
祠
」
で
あ
る
が
、上
代
四
文
献
（『
紀
』・『
記
』・『
万
葉
集
』・『
風
土
記
』）

に
お
け
る
「
祠
」
の
用
例
を
検
討
し
た
木
村
徳
国
氏
は
、
祠
は
建
物
そ
の
も
の
よ
り

「
祠
ル
」
と
い
う
動
詞
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
圧
倒
的
に
多
く
、『
紀
』
で
「
祠
」
が
で

て
く
る
二
八
例
の
う
ち
動
詞
形
は
一
八
例
、
名
詞
形
で
も
「
ホ
ク
ラ
」・「
ヤ
シ
ロ
」

と
建
物
の
意
味
と
し
て
使
用
さ
れ
る
の
は
四
例
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た

（
（（
（

。
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き
た
の
で
あ
ろ
う
。

　延
喜
式
内
社
の
多
く
は
相
嘗
祭
の
対
象
社
の
よ
う
に
、
国
家
祭
祀
の
対
象
と
な
る

以
前
か
ら
各
々
の
有
力
氏
族
や
地
域
集
団
に
よ
っ
て
祀
ら
れ
て
き
た
神
社
で
あ
る
の

に
対
し

（
（（
（

、
広
瀬
と
龍
田
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
以
前
の
状
況
や
祭
祀
集
団
に
つ
い
て
は

不
明
で
あ
る
。
こ
こ
に
や
は
り
「
新
た
に
」
そ
の
祭
祀
の
性
格
を
設
定
さ
れ
た
こ
と

が
表
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

❺
広
瀬
大
忌
祭
・
龍
田
風
神
祭
の
成
立
過
程

　第
一
節
で
あ
げ
た
①
か
ら
⑦
の
指
摘
の
う
ち
、
こ
れ
ま
で
①
か
ら
④
の
内
容
に
つ

い
て
検
討
し
て
き
た
。
最
後
に
、
⑤
・
⑥
・
⑦
の
点
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
き
た
い

と
思
う
。

　⑤
で
指
摘
し
た
記
載
の
順
番
が
「
龍
田
・
広
瀬
」
か
ら
「
広
瀬
・
龍
田
」
に
変
わ

る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
天
武
八
年
（
六
七
九
）
十
一
月
是
月
条
、

　
　初

置
二
関
於
龍
田
山
・
大
坂
山
一
。
仍
難
波
築
二
羅
城
一
。

で
、
龍
田
の
関
を
初
め
て
設
置
し
て
い
る
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
前
節

に
お
い
て
、
広
瀬
大
忌
祭
に
関
わ
る
山
口
神
が
増
加
す
る
こ
と
よ
り
、
大
忌
祭
が
対

象
と
す
る
地
域
が
拡
大
し
て
い
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
の
よ
う
な
対
象
地
域
の
拡

大
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
元
々
は
飛
鳥
か
ら
見
れ
ば
西
方
の
「
作
り
作
る
物
を
傷
る

神
」
の
い
た
龍
田
の
地
も
、
関
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
端
的
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、

天
武
・
持
統
王
権
に
と
っ
て
便
利
な
地
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
。
両
社
の
記
載
順
の

変
化
は
、
そ
の
地
域
の
性
格
の
変
化
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　そ
し
て
、
⑥
と
⑦
の
『
紀
』
の
表
記
の
変
化
か
ら
は
、
広
瀬
と
龍
田
の
祭
祀
の
新

し
さ
に
つ
い
て
指
摘
で
き
る
。

　第
一
節
で
あ
げ
た
⑥
の
よ
う
に
、
持
統
紀
か
ら
は
「
遣
二
使
者
一
」（
表
A
№
（0
の

み
「
遣
レ
使
」）
と
い
う
定
型
の
語
が
入
る
。

　『
紀
』
の
成
立
に
つ
い
て
は
、巻
に
よ
り
編
纂
の
人
や
時
期
が
異
な
る
と
い
う
「
書

紀
区
分
論
」
が
あ
る

（
（（
（

。
巻
二
九
の
天
武
紀
と
巻
三
〇
持
統
紀
の
間
に
は
著
し
い
差
異

が
あ
り
、そ
の
編
纂
時
期
に
は
時
間
差
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、

両
巻
で
は
⑥
で
あ
げ
た
よ
う
な
違
い
が
見
ら
れ
る
。

　ま
た
、
森
博
達
氏
に
よ
る
と
、
持
統
紀
の
撰
述
は
元
明
朝
の
和
銅
七
年
（
七
一
四
）

か
ら
で
あ
る

（
（（
（

。『
紀
』
は
そ
の
六
年
後
の
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
に
完
成
す
る
。
こ

の
間
、
養
老
律
令
の
編
纂
が
養
老
二
年
頃
よ
り
開
始
さ
れ
て
い
る
。
⑥
の
「
遣
二
使

者
一
」
と
い
う
定
型
の
文
言
の
使
用
は
、
広
瀬
・
龍
田
祭
の
神
祇
令
に
定
め
ら
れ
た

祭
祀
と
し
て
の
安
定
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　次
に
、
⑦
の
よ
う
に
持
統
六
年
四
月
（
表
A
№
（（
）
よ
り
、「
祭
」
の
字
が
「
祀
」

に
な
る
と
い
っ
た
表
記
の
変
化
も
見
ら
れ
る
。

　持
統
紀
に
つ
い
て
は
、
使
用
さ
れ
た
語
句
や
表
記
の
違
い
に
よ
り
、
そ
の
編
纂
者

は
複
数
存
在
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
単
な
る
編
者
の
交
代
と
受

け
取
ら
ず
浄
御
原
令
の
施
行
に
象
徴
さ
れ
る
持
統
朝
の
国
家
体
制
の
整
備
の
進
展
の

結
果
と
す
べ
き
と
い
う
畑
井
出
氏
の
考
え
も
あ
る

（
（（
（

。
ま
た
、
佐
々
田
悠
氏
も

（
（（
（

、
持
統

紀
の
臨
時
祭
祀
の
記
事
を
検
討
さ
れ
た
結
果
、
持
統
六
年
の
「
大
夫
謁
者
」
と
い
う

語
の
出
現
は
、
持
統
三
年
の
浄
御
原
令
の
施
行
を
経
た
、
そ
れ
相
応
の
事
実
を
反
映

し
て
選
択
さ
れ
た
語
で
あ
る
可
能
性
を
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

　と
す
る
と
、
今
ま
で
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
広
瀬
・
龍
田
の
祭
祀
を
表
す

文
字
の
変
化
に
つ
い
て
整
理
し
、
そ
の
背
景
を
探
る
必
要
が
出
て
こ
よ
う
。

　広
瀬
・
龍
田
の
祭
祀
を
示
す
文
字
は「
祠
」（
天
武
四
年 

龍
田
に
対
し
て
）・「
祭
」（
天

武
四
年 

広
瀬
、
天
武
五
年
か
ら
持
統
五
年
ま
で
は
両
社
）・「
祀
」（
持
統
六
年
以
降
）

の
三
文
字
で
あ
る
。

　ま
ず
、「
祠
」
で
あ
る
が
、上
代
四
文
献
（『
紀
』・『
記
』・『
万
葉
集
』・『
風
土
記
』）

に
お
け
る
「
祠
」
の
用
例
を
検
討
し
た
木
村
徳
国
氏
は
、
祠
は
建
物
そ
の
も
の
よ
り

「
祠
ル
」
と
い
う
動
詞
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
圧
倒
的
に
多
く
、『
紀
』
で
「
祠
」
が
で

て
く
る
二
八
例
の
う
ち
動
詞
形
は
一
八
例
、
名
詞
形
で
も
「
ホ
ク
ラ
」・「
ヤ
シ
ロ
」

と
建
物
の
意
味
と
し
て
使
用
さ
れ
る
の
は
四
例
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た

（
（（
（

。
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　天
武
四
年
四
月
癸
未
条
を
確
認
す
る
と
、

遣
二
小
紫
美
濃
王
・
小
錦
下
佐
伯
連
廣
足
一
、
祠
二
風
神
于
龍
田
立
野
一
。
遣
二
小

錦
中
間
人
連
大
蓋
・
大
山
中
曾
禰
連
韓
犬
一
、
祭
二
大
忌
神
於
広
瀬
河
曲
一
。

　「
祠
」
は
動
詞
形
で
あ
り
、「
ま
つ
る
」
と
い
う
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
広
瀬
に
対
し
て
は
「
祭
」
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
使
い
分
け
が
あ
る
。

　で
は
、「
祭
」
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
こ
の
文
字
は
『
紀
』
を
通
じ
て
ほ
ぼ
ま
ん

べ
ん
な
く
使
用
さ
れ

（
（（
（

、「
ま
つ
る
」
の
意
と
し
て
一
般
的
に
使
用
さ
れ
て
い
た
。
巻

二
九
「
天
武
紀
下
」
で
は
「
祭
」
は
二
三
の
使
用
例
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
一
九
例
は

広
瀬
・
龍
田
の
祭
祀
に
関
係
す
る
。
広
瀬
・
龍
田
の
祭
祀
は
「
祠
」
と
「
祭
」
の
併

用
か
ら
、
天
武
五
年
四
月
辛
丑
条
（
表
A
№
（
）
に
「
祭
」
に
統
一
さ
れ
る
。
両
祭

に
つ
い
て
は
、
同
時
一
対
で
行
わ
れ
る
こ
と
ば
か
り
に
目
が
む
く
が
、「
祭
」
に
統

一
さ
れ
る
前
の
初
見
記
事
に
お
い
て
、
広
瀬
に
は
一
般
的
に
使
う
「
祭
」
を
用
い
、

龍
田
に
は
使
用
が
ま
れ
な
「
祠
」
と
す
る
こ
と
は
、
広
瀬
と
龍
田
を
単
な
る
一
対
の

祭
祀
と
考
え
る
べ
き
で
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。「
社
」
が
官
社
を
指
す
の

に
対
し
、「
祠
」
は
国
が
掌
握
で
き
て
い
な
い
小
さ
い
神
社
を
指
す
と
い
う
認
識
が

あ
り

（
（（
（

、『
令
集
解
』
の
諸
説
の
検
討
か
ら
も
古
代
に
そ
の
よ
う
な
認
識
が
あ
っ
た
と

の
指
摘
が
あ
る

（
（（
（

。
こ
う
し
た
認
識
が
そ
の
ま
ま
天
武
四
年
の
記
事
の
使
い
分
け
に
結

び
つ
く
と
は
限
ら
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
二
社
が
元
々
は
異
な
る
背
景
を
有
し
て

い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　な
お
、
巻
三
〇
「
持
統
紀
」
で
は
「
祭
」
が
七
例
確
認
さ
れ
る
。
そ
の
う
ち
五
例

が
広
瀬
・
龍
田
に
対
し
て
使
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
最
後
は
『
紀
』
持
統
五
年
八
月

辛
酉
条

　
　遣

下
二
使
者
一
祭
中
龍
田
風
神
・
信
濃
須
波
・
水
内
等
神
上

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
広
瀬
社
は
見
え
ず
龍
田
社
の
み
が
信
濃
の
須
波
・
水
内
社
と

と
も
に
祭
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
最
後
に
、
持
統
六
年
か
ら
は
広
瀬
・
龍
田
の
祭
祀

で
は
「
祀
」
が
使
用
さ
れ
る
。
こ
こ
に
臨
時
に
神
祇
を
祭
る
時
と
、
広
瀬
・
龍
田
の

両
方
を
対
象
と
す
る
恒
例
の
祭
祀
の
時
と
で
使
用
法
に
違
い
が
う
ま
れ
て
い
る

（
（（
（

。
そ

の
後
、『
紀
』
で
「
祭
」
が
使
用
さ
れ
る
二
例
は
新
益
京
や
藤
原
宮
地
の
「
鎮
祭
」

で
あ
る
。

　最
後
に
、
持
統
六
年
以
降
使
用
さ
れ
る
「
祀
」
で
あ
る
が
、
一
切
使
用
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
前
の
巻
二
九
と
は
対
称
的
に
、
巻
三
〇
で
は
一
二
例
が
確
認
で
き
、
い
ず

れ
も
広
瀬
・
龍
田
の
祭
祀
を
指
す
際
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。

　持
統
六
年
以
降
、「
遣
二
大
夫
謁
者
一
」
と
い
う
中
国
的
表
現
が
『
紀
』
に
含
ま
れ

る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
が
あ
る

（
（（
（

。
そ
れ
と
同
様
に
、
広
瀬
・
龍
田
の
祭
祀
に
つ
い
て

も
律
令
の
施
行
に
伴
い
、
参
考
と
し
た
唐
祠
令
の
影
響
で
「
祀
」
を
用
い
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
日
本
の
神
祇
令
は
唐
の
祠
令
を
基
に

編
ま
れ
て
お
り
、
日
本
の
大
忌
祭
・
風
神
祭
は
、
唐
祠
令
の
雩
や
風
師
・
雨
師
を
祀

る
祭
祀
に
な
ら
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る

（
（（
（

。
そ
れ
に
相
当
す
る
祠
令
第
六
条
で
は
「
孟

夏
雩
、
祀
昊
天
上
帝
於
圓
丘
」、
第
一
六
条
で
は
「
立
春
後
丑
日
、
祀
風
師
於
国
城

東
北
」、
第
一
七
条
で
は
「
立
夏
後
申
日
、
祀
雨
師
於
国
城
西
南
」
と
み
え
る

（
（（
（

。
こ

の
よ
う
に
唐
祠
令
で
は
、
毎
年
恒
例
と
し
て
行
わ
れ
る
雨
乞
い
に
関
す
る
祭
祀
に
は

「
祀
」
を
使
用
し
て
い
る
。『
漢
書
』
か
ら
『
旧
唐
書
』、『
新
唐
書
』
の
実
例
を
見
て

い
く
と
、
中
国
で
は
祠
令
に
従
っ
て
「
祭
」
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
臨
時
の
祈
雨

儀
礼
を
み
て
い
く
と
、
唐
祠
令
第
四
二
、四
三
、四
四
条
の
臨
時
の
祈
雨
の
規
定
に

従
っ
て
、
山
川
や
社
稷
に
「
祈
」
し
て
い
る
。

　広
瀬
・
龍
田
の
祭
祀
に
お
い
て
「
祀
」
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
、
唐
祠
令
に
倣
っ

て
お
り
、
唐
祠
令
の
影
響
を
受
け
て
表
記
が
変
わ
っ
た
り
、
恒
例
と
臨
時
の
祭
祀
で

使
用
文
字
が
使
い
分
け
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
は
、
律
令
国
家
体
制
の
整
備
と
共
に
、

広
瀬
・
龍
田
の
祭
祀
が
国
家
主
体
の
祭
と
し
て
定
着
し
て
い
く
状
況
を
示
唆
し
て
い

よ
う
。

　お
わ
り
に

　以
上
、
広
瀬
・
龍
田
の
諸
問
題
に
つ
い
て
微
細
に
論
証
し
た
た
め
冗
長
に
な
っ
て
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し
ま
っ
た
が
、
最
後
に
こ
れ
ま
で
の
内
容
を
簡
単
に
確
認
し
て
、
本
稿
を
結
び
た
い
。

　広
瀬
・
龍
田
の
祭
祀
は
、
異
な
る
背
景
の
も
の
を
同
時
一
対
と
し
た
も
の
で
あ

る
。
そ
こ
に
は
必
然
性
が
あ
り
、
継
続
さ
れ
る
理
由
が
あ
っ
た
。

　時
代
を
お
っ
て
両
祭
の
成
立
と
変
遷
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
る
。
広
瀬
・
龍
田
の

祭
祀
が
国
家
主
導
の
下
、
同
時
一
対
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
天
武
四
年
の

こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
前
か
ら
、
広
瀬
は
大
和
川
の
支
流
が
合
流
す
る
水
の
豊
富
な

地
域
と
し
て
、
龍
田
は
飛
鳥
か
ら
見
て
西
に
あ
る
「
作
り
作
る
物
を
傷
る
」
風
を
吹

か
す
こ
と
も
あ
る
神
の
居
る
所
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。

　延
喜
祝
詞
式
や
義
解
・
集
解
の
諸
説
に
よ
る
と
、
共
に
農
作
物
の
順
調
な
生
育
を

願
う
祭
祀
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、『
紀
』
の
初
見
記
事
に
お
い
て
は
、
広
瀬

は
「
祭
」、
龍
田
は
「
祠
」
の
使
い
分
け
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
広
瀬
と
龍
田
の
神
個
々

に
求
め
ら
れ
て
い
た
役
割
が
、
元
来
は
異
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。

　広
瀬
は
多
く
の
河
川
が
大
和
川
へ
と
つ
な
が
る
河
川
交
通
の
要
所
で
あ
り
、
六
御

県
と
飛
鳥
近
郊
の
山
口
神
を
統
合
す
る
立
地
に
あ
っ
た
。
一
方
の
龍
田
に
は
、
壬
申

の
乱
の
後
、
龍
田
道
の
整
備
と
合
わ
せ
て
関
が
で
き
た
。
そ
れ
ま
で
交
通
上
の
難
所

で
あ
っ
た
龍
田
の
交
通
の
要
衝
と
し
て
の
性
格
が
強
ま
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
動
き
と

同
時
に
、
広
瀬
大
忌
祭
で
は
、
神
社
付
近
で
合
流
す
る
河
川
沿
い
に
あ
る
六
つ
の
山

口
神
に
加
え
、
水
神
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
八
つ
の
山
口
神
が
追
加
さ
れ
る
。
新

た
に
祭
祀
の
対
象
と
な
っ
た
山
口
神
は
大
和
国
の
中
に
は
あ
っ
て
も
広
瀬
社
付
近
で

合
流
す
る
河
川
沿
い
に
は
必
ず
し
も
位
置
し
て
い
な
か
っ
た
。
広
瀬
大
忌
祭
で
対
象

と
な
る
範
囲
は
、
飛
鳥
・
藤
原
京
を
中
心
と
し
た
地
域
か
ら
大
和
国
全
体
に
拡
大
し

た
の
で
あ
る
。
広
瀬
の
祭
に
象
徴
さ
れ
る
対
象
と
な
る
地
域
の
拡
大
、
龍
田
の
祭
に

現
れ
る
大
和
の
北
限
に
お
け
る
水
陸
両
面
の
交
通
路
の
掌
握
が
あ
っ
て
、
初
め
て
飛

鳥
で
発
展
し
た
王
権
は
、
平
城
京
・
平
安
京
へ
の
遷
都
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　広
瀬
と
龍
田
の
祭
祀
は
、
天
武
・
持
統
期
に
お
け
る
一
つ
の
祭
祀
の
創
出
で
あ
っ

た
。
神
祇
信
仰
・
神
社
と
は
必
ず
し
も
自
然
発
生
的
な
も
の
で
は
な
く
、
国
家
の
意

図
に
よ
り
整
備
さ
れ
て
い
く
も
の
も
あ
り
、
そ
の
象
徴
的
な
例
が
広
瀬
社
・
龍
田
社

で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
広
瀬
と
龍
田
は
、
そ
の
地
勢
上
、
国
家
の
基
盤
と
な
る
農
耕

と
深
く
関
わ
る
神
が
い
る
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
。
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
こ
の

二
地
域
は
大
和
と
河
内
・
摂
津
を
結
ぶ
水
陸
の
交
通
の
要
衝
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
二

つ
の
地
域
を
同
時
一
対
に
祭
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
祇
を
介
す
る
国
家
支
配
は
効
果

的
に
示
さ
れ
た
。
広
瀬
・
龍
田
の
祭
祀
の
形
成
過
程
か
ら
は
、
県
の
よ
う
な
各
地
域

の
集
合
体
か
ら
、中
心
性
を
持
っ
た
統
制
の
と
れ
た
体
制
へ
の
転
換
が
読
み
取
れ
る
。

　祭
祀
が
成
立
し
恒
例
と
な
っ
て
固
定
化
す
る
時
、
成
立
時
の
性
格
が
そ
の
ま
ま
維

持
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
性
格
の
中
の
国
家
に
と
っ
て
有
効
な
要
素
の
み
保
持

さ
れ
る
。
そ
こ
に
新
た
な
性
格
が
加
え
ら
れ
、
祭
祀
の
全
体
と
し
て
の
性
格
に
は
変

化
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
状
況
に
よ
っ
て
は
祭
祀
の
成
立
し
た
背
景
が
忘
れ
去
ら

れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
過
程
に
よ
っ
て
祭
祀
が
継
続
さ
れ
る
の
で
あ

る
。　本

稿
で
は
、
紙
幅
の
都
合
上
、
祝
詞
に
つ
い
て
検
討
し
た
部
分
が
別
稿
と
な
っ
て

し
ま
い
、
論
証
が
煩
雑
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
感
が
あ
る
。
併
せ
て
参
照
い
た
だ
け
れ

ば
幸
い
で
あ
る
。
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し
ま
っ
た
が
、
最
後
に
こ
れ
ま
で
の
内
容
を
簡
単
に
確
認
し
て
、
本
稿
を
結
び
た
い
。

　広
瀬
・
龍
田
の
祭
祀
は
、
異
な
る
背
景
の
も
の
を
同
時
一
対
と
し
た
も
の
で
あ

る
。
そ
こ
に
は
必
然
性
が
あ
り
、
継
続
さ
れ
る
理
由
が
あ
っ
た
。

　時
代
を
お
っ
て
両
祭
の
成
立
と
変
遷
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
る
。
広
瀬
・
龍
田
の

祭
祀
が
国
家
主
導
の
下
、
同
時
一
対
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
天
武
四
年
の

こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
前
か
ら
、
広
瀬
は
大
和
川
の
支
流
が
合
流
す
る
水
の
豊
富
な

地
域
と
し
て
、
龍
田
は
飛
鳥
か
ら
見
て
西
に
あ
る
「
作
り
作
る
物
を
傷
る
」
風
を
吹

か
す
こ
と
も
あ
る
神
の
居
る
所
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。

　延
喜
祝
詞
式
や
義
解
・
集
解
の
諸
説
に
よ
る
と
、
共
に
農
作
物
の
順
調
な
生
育
を

願
う
祭
祀
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、『
紀
』
の
初
見
記
事
に
お
い
て
は
、
広
瀬

は
「
祭
」、
龍
田
は
「
祠
」
の
使
い
分
け
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
広
瀬
と
龍
田
の
神
個
々

に
求
め
ら
れ
て
い
た
役
割
が
、
元
来
は
異
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。

　広
瀬
は
多
く
の
河
川
が
大
和
川
へ
と
つ
な
が
る
河
川
交
通
の
要
所
で
あ
り
、
六
御

県
と
飛
鳥
近
郊
の
山
口
神
を
統
合
す
る
立
地
に
あ
っ
た
。
一
方
の
龍
田
に
は
、
壬
申

の
乱
の
後
、
龍
田
道
の
整
備
と
合
わ
せ
て
関
が
で
き
た
。
そ
れ
ま
で
交
通
上
の
難
所

で
あ
っ
た
龍
田
の
交
通
の
要
衝
と
し
て
の
性
格
が
強
ま
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
動
き
と

同
時
に
、
広
瀬
大
忌
祭
で
は
、
神
社
付
近
で
合
流
す
る
河
川
沿
い
に
あ
る
六
つ
の
山

口
神
に
加
え
、
水
神
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
八
つ
の
山
口
神
が
追
加
さ
れ
る
。
新

た
に
祭
祀
の
対
象
と
な
っ
た
山
口
神
は
大
和
国
の
中
に
は
あ
っ
て
も
広
瀬
社
付
近
で

合
流
す
る
河
川
沿
い
に
は
必
ず
し
も
位
置
し
て
い
な
か
っ
た
。
広
瀬
大
忌
祭
で
対
象

と
な
る
範
囲
は
、
飛
鳥
・
藤
原
京
を
中
心
と
し
た
地
域
か
ら
大
和
国
全
体
に
拡
大
し

た
の
で
あ
る
。
広
瀬
の
祭
に
象
徴
さ
れ
る
対
象
と
な
る
地
域
の
拡
大
、
龍
田
の
祭
に

現
れ
る
大
和
の
北
限
に
お
け
る
水
陸
両
面
の
交
通
路
の
掌
握
が
あ
っ
て
、
初
め
て
飛

鳥
で
発
展
し
た
王
権
は
、
平
城
京
・
平
安
京
へ
の
遷
都
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　広
瀬
と
龍
田
の
祭
祀
は
、
天
武
・
持
統
期
に
お
け
る
一
つ
の
祭
祀
の
創
出
で
あ
っ

た
。
神
祇
信
仰
・
神
社
と
は
必
ず
し
も
自
然
発
生
的
な
も
の
で
は
な
く
、
国
家
の
意

図
に
よ
り
整
備
さ
れ
て
い
く
も
の
も
あ
り
、
そ
の
象
徴
的
な
例
が
広
瀬
社
・
龍
田
社

で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
広
瀬
と
龍
田
は
、
そ
の
地
勢
上
、
国
家
の
基
盤
と
な
る
農
耕

と
深
く
関
わ
る
神
が
い
る
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
。
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
こ
の

二
地
域
は
大
和
と
河
内
・
摂
津
を
結
ぶ
水
陸
の
交
通
の
要
衝
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
二

つ
の
地
域
を
同
時
一
対
に
祭
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
祇
を
介
す
る
国
家
支
配
は
効
果

的
に
示
さ
れ
た
。
広
瀬
・
龍
田
の
祭
祀
の
形
成
過
程
か
ら
は
、
県
の
よ
う
な
各
地
域

の
集
合
体
か
ら
、中
心
性
を
持
っ
た
統
制
の
と
れ
た
体
制
へ
の
転
換
が
読
み
取
れ
る
。

　祭
祀
が
成
立
し
恒
例
と
な
っ
て
固
定
化
す
る
時
、
成
立
時
の
性
格
が
そ
の
ま
ま
維

持
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
性
格
の
中
の
国
家
に
と
っ
て
有
効
な
要
素
の
み
保
持

さ
れ
る
。
そ
こ
に
新
た
な
性
格
が
加
え
ら
れ
、
祭
祀
の
全
体
と
し
て
の
性
格
に
は
変

化
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
状
況
に
よ
っ
て
は
祭
祀
の
成
立
し
た
背
景
が
忘
れ
去
ら

れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
過
程
に
よ
っ
て
祭
祀
が
継
続
さ
れ
る
の
で
あ

る
。　本

稿
で
は
、
紙
幅
の
都
合
上
、
祝
詞
に
つ
い
て
検
討
し
た
部
分
が
別
稿
と
な
っ
て

し
ま
い
、
論
証
が
煩
雑
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
感
が
あ
る
。
併
せ
て
参
照
い
た
だ
け
れ

ば
幸
い
で
あ
る
。
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　祥
瑞
災
異
思
想
の
影
響
に
よ
り
「
欽
明
紀
」
や
「
推
古
紀
」
以
降
に
は
、
顕
著
に
天
候
に
関

す
る
記
事
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
だ
が
、
東
野
治
之
氏
が
、「
飛
鳥
奈
良
朝
の
祥
瑞
災
異

思
想
」（『
日
本
歴
史
』
二
五
九
号
、
一
九
六
九
年
）
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、「
天
武
紀
以

降
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
唐
朝
に
お
い
て
官
府
の
目
録
に
基
づ
き
編
纂
さ
れ
た
実
録
と
性
質
が

等
し
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
ほ
ぼ
信
頼
し
て
よ
か
ろ
う
。
し
か
も
、
祥
瑞
・
天
文
祥
異
・
諸

種
の
災
害
等
が
、
唐
代
の
国
史
・
実
録
を
構
成
す
る
基
本
的
要
因
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
な
ら

ば
、
現
存
の
記
載
は
、
多
少
の
脱
落
は
考
え
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
当
時
朝
廷
に
報
告
せ
ら

れ
た
祥
瑞
災
異
の
大
部
分
を
含
ん
で
い
る
と
判
断
し
て
良
い
で
あ
ろ
う
。」
と
指
摘
す
る
よ
う

に
、
史
料
的
に
実
録
と
し
て
の
性
質
を
有
し
て
い
る
の
は
天
武
紀
以
降
の
記
事
で
あ
る
。
よ
っ

て
、
本
稿
で
も
祈
雨
の
記
事
は
天
武
紀
以
降
を
対
象
と
し
た
。

（
（
）

　祈
雨
儀
礼
は
本
稿
で
扱
う
よ
う
な
神
祇
的
な
も
の
以
外
に
、
経
典
の
転
読
や
修
法
に
よ
る
仏

教
的
な
も
の
と
、
そ
の
い
ず
れ
に
も
分
類
で
き
な
い
陰
陽
道
な
ど
に
よ
る
儀
礼
の
三
種
類
に
大

き
く
分
類
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。
修
法
に
よ
る
祈
雨
儀
礼
の
動
向
に
つ
い
て
は
既
に
拙
稿

（「
雨
僧
正
仁
海
と
神
泉
苑
請
雨
経
法
」『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
第
五
十
輯

第
四
分
冊
、
二
〇
〇
五
年
）
で
述
べ
た
。
ま
た
、
一
般
的
に
天
平
期
以
降
は
仏
教
儀
礼
と
神
祇

儀
礼
と
が
相
互
補
完
的
に
行
わ
れ
た
と
認
識
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
は
、
奈
良
時
代
の
祈
雨
に

つ
い
て
は
、
神
祇
儀
礼
が
優
先
と
い
う
よ
り
、
神
祇
儀
礼
の
み
し
か
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

こ
と
に
つ
い
て
も
、
既
に
拙
稿
（「
奈
良
時
代
に
お
け
る
祈
雨
・
止
雨
儀
礼
」『
東
ア
ジ
ア
の
古

代
文
化
』
一
三
六
号
、
二
〇
〇
八
年
）
で
ふ
れ
た
。

（
（
）

　延
喜
四
時
祭
式
に
て
広
瀬
大
忌
祭
と
龍
田
風
神
祭
が
、
延
喜
臨
時
祭
式
に
て
祈
雨
神
祭
条
が

規
定
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
臨
時
の
祈
雨
儀
礼
は
、
実
態
に
即
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の

時
々
の
為
政
者
の
施
策
が
反
映
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
例
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
延
喜
臨
時
祭
式

祈
雨
神
祭
条
の
再
検
討
―
貞
観
式
編
纂
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
延
喜
式
研
究
』
二
二
号
、

二
〇
〇
六
年
）
で
論
じ
た
。

（
（
）

　拙
稿
「
広
瀬
大
忌
祭
と
龍
田
風
神
祭
の
成
立
に
関
す
る
一
試
案
―
祝
詞
の
検
討
を
中
心
と
し

て
―
」（『
史
観
』
一
五
八
冊
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
（
）

　表
A
よ
り
、
飛
鳥
浄
御
原
令
の
施
行
後
は
、
令
規
定
に
従
い
広
瀬
・
龍
田
の
祭
祀
が
常
に
行

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
一
方
、
そ
れ
以
前
に
は
何
ら
か
の
理
由
で
行
わ

れ
な
い
場
合
も
あ
っ
た
。『
紀
』
の
記
事
を
見
て
い
く
と
、
天
皇
（
あ
る
い
は
天
皇
に
非
常
に

近
い
皇
族
）
の
殯
や
病
の
時
に
は
神
祇
に
は
祈
ら
な
い
傾
向
が
あ
る
。（
但
し
、
朱
鳥
元
年
六

月
戊
寅
条
で
は
尾
張
国
熱
田
社
に
剣
を
送
置
す
る
。）
す
で
に
拙
稿
（
前
掲
註（
（
）「
奈
良
時

代
の
早
害
・
水
害
と
祈
雨
・
止
雨
儀
礼
」）
で
ふ
れ
た
が
、
奈
良
時
代
に
は
祈
願
の
内
容
に
よ
っ

て
仏
事
と
神
事
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
傾
向
は
天
武
・
持
統
紀
に
も
見
ら
れ

る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

（
6
）

　先
行
研
究
を
ま
と
め
る
に
際
し
て
、主
に
次
の
も
の
を
参
照
し
た
。
青
木
紀
元
「
祭
祀
」（『
日

本
神
話
の
基
礎
的
研
究
』、
風
間
書
房
、
一
九
七
〇
年
）、 

福
島
好
和
「
天
武
持
統
朝
政
治
の
一

考
察
―
広
瀬
大
忌
祭
・
竜
田
風
神
祭
の
意
義
―
」（『
関
西
学
院
史
学
』
一
二
号
、一
九
七
〇
年
）、

義
江
明
子
「
春
日
祭
祝
詞
と
藤
原
氏
」（『
日
本
古
代
の
氏
の
構
造
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六

年
）、西
宮
秀
紀
「
律
令
国
家
の
〈
祭
祀
〉
構
造
と
そ
の
歴
史
的
特
質
―
宗
教
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

装
置
の
分
析
―
」（『
日
本
史
研
究
』
二
八
三
号
、
一
九
八
六
年
）
後
、
同
氏
「
律
令
国
家
の

神
祇
祭
祀
の
構
造
と
そ
の
歴
史
的
特
質
」（『
律
令
国
家
と
神
祇
祭
祀
制
度
の
研
究
』
塙
書
房
、

二
〇
〇
四
年
）
所
収
、
平
林
章
仁
『
七
世
紀
の
古
代
史
―
王
宮
・
ク
ラ
・
寺
院
―
』（
白
水
社
、

二
〇
〇
二
年
）、
佐
々
田
悠
「
律
令
祭
祀
の
形
成
過
程
―
天
武
朝
の
意
義
の
再
検
討
―
」（『
史

学
雑
誌
』
一
一
一
―
一
二
号
、
二
〇
〇
一
年
）。

（
7
）

　『
本
朝
月
令
』四
月
条
所
引
の
弘
仁
式
逸
文
に
も
「
大
忌
風
神
二
社
者
、
四
月
、
七
月
四
日

祭
之
、
奏
二
斎
日
一
如
二
常
式
一
、
定
二
五
位
以
上
卜
食
者
四
人
一
」
と
あ
り
、
両
社
の
祭
祀
が
継

続
し
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

（
8
）

　前
掲
註（
（
）拙
稿
。

（
9
）

　『
訳
注
日
本
史
料

　延
喜
式
』
上
巻
（
集
英
社
、
二
〇
〇
〇
年
）、
祝
詞
式
風
神
祭
条
の
頭
注
。

（
（0
）

　龍
田
社
の
論
社
が
二
社
あ
る
の
は
、
延
喜
神
名
式
大
和
国
平
群
郡
に
「
龍
田
坐
天
御
柱
国

御
柱
神
社
二
座
」
と
「
龍
田
比
古
龍
田
比
女
神
社
二
座
」
が
見
え
る
の
が
一
因
で
あ
る
。
こ

の
二
つ
の
神
の
組
み
合
わ
せ
に
つ
い
て
、
幕
末
の
国
学
者
六
人
部
是
香
は
『
龍
田
考
』（
万

葉
集
古
注
釈
集
成
編
集
委
員
会
編
『
万
葉
集
古
注
釈
集
成
近
世
編
二
』
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、

一
九
九
一
年
）
に
お
い
て
、「
龍
田
坐
天
御
柱
国
御
柱
神
社
二
座
」
が
本
宮
（
龍
田
大
社
）
の

祭
神
で
、「
龍
田
比
古
龍
田
比
女
神
社
二
座
」
は
新
宮
で
あ
る
斑
鳩
町
の
龍
田
社
で
あ
る
と

指
摘
し
た
。
そ
れ
に
対
し
、
次
田
潤
氏
は
、「
龍
田
風
神
祭
」（『
祝
詞
新
講
』、
明
治
書
院
、

一
九
二
七
年
）
に
て
、
斑
鳩
町
の
龍
田
社
は
現
龍
田
大
社
の
新
宮
で
あ
る
の
で
祭
神
は
両
社
と

も
同
じ
で
あ
り
、『
紀
』
に
み
え
る
風
神
で
あ
る
「
級
長
戸
邊
命
・
級
長
津
彦
命
」
の
「
龍
田

坐
天
御
柱
国
御
柱
」
が
荒
魂
、「
龍
田
比
古
龍
田
比
女
」
が
和
魂
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
伴
信

友
の
『
神
名
帳
考
證
』
に
「
四
座
同
宮
地
、
今
法
隆
寺
坤
別
称
二
龍
田
社
一
離
宮
也
」
と
あ
る

よ
う
に
、
三
郷
町
の
現
龍
田
大
社
が
本
宮
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
意
見
が
一
致
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
古
代
に
お
け
る
龍
田
社
の
位
置
は
、
本
宮
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
現

龍
田
大
社
（
三
郷
町
）
と
し
て
問
題
は
な
か
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
地
図
B
を
作
成
し

た
際
に
参
照
し
た
文
献
や
、
山
本
博
『
龍
田
越
』（
学
生
社
、
一
九
七
一
年
）
を
参
考
と
し
た
。

（
（（
）

　三
谷
栄
一
『
日
本
神
話
の
基
盤
』（
塙
書
房
、
一
九
七
四
年
）、「
竜
田
・
広
瀬
の
神
の
性

格
―
イ
ザ
ナ
ギ
神
話
に
関
連
し
て
―
」（『
神
道
宗
教
』
通
算
七
五
～
七
九
号
、
一
九
七
五

年
）。
平
野
孝
國
「
竜
田
・
広
瀬
の
祭
―
二
元
的
祭
祀
の
世
界
」（『
季
刊
ど
る
め
ん
』
七
号
、

一
九
七
五
年
）。
山
上
伊
豆
母
「
風
神
考
」（
柴
田
実
先
生
古
稀
記
念
会
編
『
日
本
文
化
史
論
叢
』

柴
田
実
先
生
古
稀
記
念
会
、
一
九
七
六
年
）。

（
（（
）

　神
祇
官
八
神
殿
に
つ
い
て
は
安
江
和
宣
「
神
祇
官
西
院
指
図
」（『
神
道
史
研
究
』
五
二
―
一
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号
、
二
〇
〇
四
年
）、
東
三
条
殿
神
殿
に
つ
い
て
は
太
田
静
六
「
東
三
條
殿
の
研
究
其
二
」（『
建

築
学
会
論
文
集
』二
六
号
、一
九
四
二
年
）を
参
照
。
祭
祀
施
設
と
方
角
に
つ
い
て
は
平
川
南「
古

代
の
内
神
」（『
古
代
地
方
木
簡
の
研
究
』吉
川
弘
文
館
、二
〇
〇
三
年
）で
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
（（
）

　こ
の
説
話
の
シ
イ
ネ
ツ
ヒ
コ
が
倭
国
造
の
祖
先
で
あ
る
こ
と
に
着
目
さ
れ
た
菊
地
照
夫
氏

は
、
こ
れ
は
令
制
前
代
の
倭
国
造
の
丹
生
川
上
の
祭
祀
の
起
源
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
丹
生
川

上
神
は
、
元
来
倭
屯
田
に
お
け
る
王
権
斎
田
の
祈
年
祭
で
司
水
神
と
し
て
祭
祀
さ
れ
た
も
の
と

推
測
さ
れ
て
い
る
。
和
田
萃
氏
に
よ
れ
ば
、
倭
屯
田
の
所
在
地
は
大
和
盆
地
東
南
部
で
あ
り
、

そ
の
司
水
神
が
そ
の
地
と
離
れ
た
吉
野
の
丹
生
川
上
神
で
あ
る
こ
と
を
、
菊
地
氏
は
倭
国
造
と

い
う
共
通
点
を
も
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。（
菊
地
照
夫
「
大
和
王
権
の
祈
年
祭
」（
林
陸

朗
・
鈴
木
靖
民
編
『
日
本
古
代
の
国
家
と
祭
儀
』
雄
山
閣
、
一
九
九
六
年
）、
和
田
萃
「
ヤ
マ

ト
と
桜
井
」（『
桜
井
市
史
』
上
巻
、
一
九
八
〇
年
）
を
参
照
。）
丹
生
川
上
の
祭
祀
の
起
源
に

つ
い
て
は
考
古
学
的
な
面
か
ら
も
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
が
、
先
学
の
指
摘
の
通
り
、
古
く

か
ら
信
仰
の
あ
っ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

（
（（
）

　古
代
で
は
一
社
で
あ
っ
た
丹
生
川
上
神
社
は
、
現
代
で
は
三
社
―
上
社
・
中
社
・
下
社
―
に

分
か
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
奈
良
県
吉
野
郡
に
鎮
座
し
、
川
の
上
流
に
位
置
し
て
い
る
。
本
文

引
用
官
符
に
は
、
丹
生
川
上
社
の
四
至
が
「
東
限
塩
勾
、
南
限
大
山
峯
、
西
限
板
波
滝
、
北
限

猪
鼻
滝
」と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
森
口
奈
良
吉
氏
は『
丹
生
川
上
神
社
昇
格
記
』（
朝
日
堂
出
版
、

一
九
六
〇
年
）
に
て
、
こ
の
四
至
の
地
名
か
ら
丹
生
川
上
中
社
を
古
代
の
丹
生
川
上
社
と
比
定

し
て
い
る
。
官
符
の
四
至
と
現
在
の
氏
子
区
域
は
一
致
し
て
お
り
、
中
社
を
古
代
の
丹
生
川
上

社
と
断
定
し
て
間
違
い
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
山
の
奥
に
立
地
す
る
中
社
の
す
ぐ
そ
ば
に
は
滝
が

あ
り
、
社
の
前
に
は
川
が
流
れ
て
い
る
。
大
和
盆
地
に
比
べ
多
雨
の
地
域
で
あ
る
。

（
（（
）

　こ
こ
で
は
室
生
龍
穴
神
社
へ
の
祈
雨
も
同
時
に
み
ら
れ
て
い
る
。
室
生
に
関
し
て
は『
紀
略
』

弘
仁
八
年
六
月
庚
申
条
で
「
遣
二
律
師
伝
灯
大
法
師
修
円
於
室
生
山
一
祈
雨
」
と
あ
る
の
が
初

見
記
事
と
な
る
。

（
（6
）

　『
紀
略
』
弘
仁
九
年
五
月
辛
卯
条
（
貴
布
禰
社
の
所
見
記
事
）、『
紀
略
』
同
年
六
月
癸
酉
条
。

（
（7
）

　前
掲
註（
6
）青
木
氏
論
文
。
以
下
、
氏
の
説
を
参
照
す
る
と
き
は
、
こ
れ
に
よ
る
。

（
（8
）

　『
万
葉
集
』
巻
九

　一
七
四
七
～
一
七
五
二

（
（9
）

　『
後
拾
遺
集
』
巻
五

　嵐
吹
く
三
室
の
山
の
も
み
ぢ
ば
は
龍
田
の
川
の
錦
な
り
け
り

（
（0
）

　奈
良
地
方
気
象
台
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
と
、
奈
良
で
は
北
北
西
～
北
東
、
針
で
は
西
～
西

北
西
、
大
宇
陀
で
は
西
～
北
西
、
五
條
で
は
北
東
及
び
南
西
、
上
北
山
で
は
東
、
風
屋
で
は

北
と
南
西
～
西
の
風
が
卓
越
し
て
い
る
。
通
年
の
奈
良
県
に
お
け
る
風
速
五
メ
ー
ト
ル
毎
秒

以
上
の
風
も
北
西
の
風
が
顕
著
で
あ
る
。
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（
（（
）

　『
紀
』
皇
極
二
年
四
月
己
亥
条
に
は
「
西
風
而
雹
、
天
寒
。
人
着
二
綿
袍
三
領
一
」
と
あ
る
。

（
（（
）

　『
令
集
解
』
神
祇
令
大
忌
祭
条
令
釈
に
は
「
差
二
五
位
以
上
一
充
レ
使
」、「
古
記
無
レ
別
」
と
み

え
、
前
掲
の
弘
仁
太
政
官
式
逸
文
に
も
「
定
二
五
位
以
上
卜
食
者
四
人
一
」
と
あ
る
。
延
喜
太

政
官
式
大
忌
風
神
条
で
は
「
点
定
社
別
王
臣
五
位
已
上
各
一
人
」、
延
喜
式
部
式
大
忌
風
神
使

条
に
も
「
凡
大
忌
、
風
神
二
祭
使
、
王
臣
、
五
位
王
二
人
、
臣
二
人
、
若
王
五
位
不
レ
足
社
、

聴
レ
差
二
王
四
位
一
（
以
下
略
）」
と
み
え
、
さ
ら
に
延
喜
四
時
祭
式
で
も
「
王
臣
五
位
已
上
各

一
人
」
と
あ
る
。

（
（（
）

　『
紀
』
天
武
元
年
六
月
甲
申
条
、
天
武
二
年
十
二
月
戊
戌
条
、
同
十
年
三
月
丙
戌
条
、
同

十
一
年
三
月
甲
午
朔
条
、
同
十
三
年
二
月
庚
辰
条
、
同
年
閏
四
月
壬
辰
条
。
な
お
天
武
十
四
年

九
月
庚
寅
条
で
「
弥
努
王
」
な
る
人
物
が
京
畿
内
の
人
夫
の
兵
の
校
閲
の
任
務
に
当
た
っ
て
い

る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
胡
口
靖
夫
氏
（「
美
努
王
を
め
ぐ
る
二
、
三
の
考
察
」『
国
史
学
』

九
二
号
、
一
九
七
四
年
）
に
よ
り
、
別
の
人
物
で
あ
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
諸
王
で

は
小
紫
位
を
有
す
る
の
は
異
例
だ
が
、
天
武
天
皇
の
信
任
の
厚
い
年
配
の
人
物
で
あ
る
と
い
う

指
摘
が
『
日
本
古
典
文
学
大
系

　日
本
書
紀
』
の
頭
注
に
あ
る
。

（
（（
）

　『
紀
』
天
武
十
年
七
月
辛
未
条
、
同
十
一
年
五
月
戊
申
条
、
同
十
四
年
九
月
戊
午
条
。
そ
の

血
縁
関
係
等
は
不
明
で
は
あ
る
が
、
佐
伯
連
子
麻
呂
は
「
大
化
改
新
」
の
時
に
蘇
我
入
鹿
を
討

つ
予
定
で
あ
っ
た
人
物
で
あ
り
、
大
化
元
年
（
六
四
五
）
に
は
古
人
皇
子
を
攻
め
た
記
録
が
あ

る
。
ま
た
、
佐
伯
連
大
目
は
壬
申
の
乱
の
功
臣
で
あ
っ
た
。

（
（（
）

　山
根
惇
志
「
天
武
朝
に
お
け
る
広
瀬
大
忌
祭
・
龍
田
風
神
祭
に
就
て
」（『
古
事
記
年
報
』

三
一
号
、
一
九
八
九
年
）。
氏
は
、
天
武
八
年
四
月
よ
り
両
社
の
表
記
の
順
番
が
「
広
瀬
・
龍
田
」

と
逆
に
な
る
の
は
、
関
の
設
置
に
伴
い
「
軍
防
の
事
実
が
現
実
性
を
持
っ
て
」
く
る
た
め
龍
田

の
祭
祀
の
意
義
が
後
退
し
た
た
め
と
指
摘
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
天
武
四
年
の
両
祭
祀
の
初
見
記

事
で
派
遣
さ
れ
た
四
名
の
人
物
は
「
上
級
の
武
官
」
で
あ
り
、
両
社
の
祭
祀
は
「
軍
事
的
目
的

を
兼
ね
て
始
め
ら
れ
た
も
の
と
し
か
思
へ
な
い
」
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

（
（6
）

　前
掲
註（
6
）平
林
氏
著
書
。
以
下
、
氏
の
説
を
参
照
す
る
と
き
は
、
こ
れ
に
よ
る
。

（
（7
）

　県
主
や
広
瀬
・
龍
田
地
域
の
豪
族
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註（
6
）平
林
氏
著
書
の
他
、
次
の

も
の
を
参
照
し
た
。
辰
巳
和
弘
「
平
群
氏
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」（
上
・
下
）（『
古
代
学
研

究
』
六
四
・
六
五
号
、
一
九
七
二
年
）、
佐
伯
有
清
・
高
嶋
弘
志
編
『
国
造
・
県
主
関
係
史
料
集
』

（
近
藤
出
版
社
、一
九
八
二
年
）、加
藤
謙
吉
「
大
和
王
権
の
地
域
的
特
性
と
藤
ノ
木
古
墳
」（『
大

和
政
権
と
古
代
氏
族
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
年
）、
小
林
敏
男
『
古
代
王
権
と
県
・
県
主

制
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
年
）
な
ど
。

（
（8
）  

大
和
川
に
つ
い
て
は
主
に
次
の
も
の
を
参
照
し
た
。
藤
岡
健
二
郎
『
大
和
川
』（
学
生
社
、

一
九
七
二
年
）、
亀
井
輝
一
郎
「
大
和
川
と
物
部
氏
」（
横
田
健
一
編
『
日
本
書
紀
研
究
』
九
、

一
九
七
六
年
）、
前
川
明
久
「
蘇
我
氏
と
大
和
川
」（『
日
本
古
代
氏
族
と
王
権
の
研
究
』
法
政

大
学
出
版
局
、
一
九
八
六
年
）、
大
和
川
水
系
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
編
『
大
和
川
付

け
替
え
三
〇
〇
年
―
そ
の
歴
史
と
意
義
を
考
え
る
』（
雄
山
閣
、
二
〇
〇
七
年
）。

（
（9
）

　以
下
、
道
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註（
（0
）の
山
本
氏
著
書
、
岸
俊
男
「
大
和
の
古
道
」（『
日

本
古
文
化
論
攷
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
〇
年
）、
中
村
太
一
「
大
和
国
に
お
け
る
計
画
道
路

体
系
の
形
成
過
程
」（『
国
史
学
』
一
五
五
号
、
一
九
九
六
年
）
を
参
照
し
た
。
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号
、
二
〇
〇
四
年
）、
東
三
条
殿
神
殿
に
つ
い
て
は
太
田
静
六
「
東
三
條
殿
の
研
究
其
二
」（『
建

築
学
会
論
文
集
』二
六
号
、一
九
四
二
年
）を
参
照
。
祭
祀
施
設
と
方
角
に
つ
い
て
は
平
川
南「
古

代
の
内
神
」（『
古
代
地
方
木
簡
の
研
究
』吉
川
弘
文
館
、二
〇
〇
三
年
）で
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
（（
）

　こ
の
説
話
の
シ
イ
ネ
ツ
ヒ
コ
が
倭
国
造
の
祖
先
で
あ
る
こ
と
に
着
目
さ
れ
た
菊
地
照
夫
氏

は
、
こ
れ
は
令
制
前
代
の
倭
国
造
の
丹
生
川
上
の
祭
祀
の
起
源
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
丹
生
川

上
神
は
、
元
来
倭
屯
田
に
お
け
る
王
権
斎
田
の
祈
年
祭
で
司
水
神
と
し
て
祭
祀
さ
れ
た
も
の
と

推
測
さ
れ
て
い
る
。
和
田
萃
氏
に
よ
れ
ば
、
倭
屯
田
の
所
在
地
は
大
和
盆
地
東
南
部
で
あ
り
、

そ
の
司
水
神
が
そ
の
地
と
離
れ
た
吉
野
の
丹
生
川
上
神
で
あ
る
こ
と
を
、
菊
地
氏
は
倭
国
造
と

い
う
共
通
点
を
も
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。（
菊
地
照
夫
「
大
和
王
権
の
祈
年
祭
」（
林
陸

朗
・
鈴
木
靖
民
編
『
日
本
古
代
の
国
家
と
祭
儀
』
雄
山
閣
、
一
九
九
六
年
）、
和
田
萃
「
ヤ
マ

ト
と
桜
井
」（『
桜
井
市
史
』
上
巻
、
一
九
八
〇
年
）
を
参
照
。）
丹
生
川
上
の
祭
祀
の
起
源
に

つ
い
て
は
考
古
学
的
な
面
か
ら
も
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
が
、
先
学
の
指
摘
の
通
り
、
古
く

か
ら
信
仰
の
あ
っ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

（
（（
）

　古
代
で
は
一
社
で
あ
っ
た
丹
生
川
上
神
社
は
、
現
代
で
は
三
社
―
上
社
・
中
社
・
下
社
―
に

分
か
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
奈
良
県
吉
野
郡
に
鎮
座
し
、
川
の
上
流
に
位
置
し
て
い
る
。
本
文

引
用
官
符
に
は
、
丹
生
川
上
社
の
四
至
が
「
東
限
塩
勾
、
南
限
大
山
峯
、
西
限
板
波
滝
、
北
限

猪
鼻
滝
」と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
森
口
奈
良
吉
氏
は『
丹
生
川
上
神
社
昇
格
記
』（
朝
日
堂
出
版
、

一
九
六
〇
年
）
に
て
、
こ
の
四
至
の
地
名
か
ら
丹
生
川
上
中
社
を
古
代
の
丹
生
川
上
社
と
比
定

し
て
い
る
。
官
符
の
四
至
と
現
在
の
氏
子
区
域
は
一
致
し
て
お
り
、
中
社
を
古
代
の
丹
生
川
上

社
と
断
定
し
て
間
違
い
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
山
の
奥
に
立
地
す
る
中
社
の
す
ぐ
そ
ば
に
は
滝
が

あ
り
、
社
の
前
に
は
川
が
流
れ
て
い
る
。
大
和
盆
地
に
比
べ
多
雨
の
地
域
で
あ
る
。

（
（（
）

　こ
こ
で
は
室
生
龍
穴
神
社
へ
の
祈
雨
も
同
時
に
み
ら
れ
て
い
る
。
室
生
に
関
し
て
は『
紀
略
』

弘
仁
八
年
六
月
庚
申
条
で
「
遣
二
律
師
伝
灯
大
法
師
修
円
於
室
生
山
一
祈
雨
」
と
あ
る
の
が
初

見
記
事
と
な
る
。

（
（6
）

　『
紀
略
』
弘
仁
九
年
五
月
辛
卯
条
（
貴
布
禰
社
の
所
見
記
事
）、『
紀
略
』
同
年
六
月
癸
酉
条
。

（
（7
）

　前
掲
註（
6
）青
木
氏
論
文
。
以
下
、
氏
の
説
を
参
照
す
る
と
き
は
、
こ
れ
に
よ
る
。

（
（8
）

　『
万
葉
集
』
巻
九

　一
七
四
七
～
一
七
五
二

（
（9
）

　『
後
拾
遺
集
』
巻
五

　嵐
吹
く
三
室
の
山
の
も
み
ぢ
ば
は
龍
田
の
川
の
錦
な
り
け
り

（
（0
）

　奈
良
地
方
気
象
台
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
と
、
奈
良
で
は
北
北
西
～
北
東
、
針
で
は
西
～
西

北
西
、
大
宇
陀
で
は
西
～
北
西
、
五
條
で
は
北
東
及
び
南
西
、
上
北
山
で
は
東
、
風
屋
で
は

北
と
南
西
～
西
の
風
が
卓
越
し
て
い
る
。
通
年
の
奈
良
県
に
お
け
る
風
速
五
メ
ー
ト
ル
毎
秒

以
上
の
風
も
北
西
の
風
が
顕
著
で
あ
る
。
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（
（（
）

　『
紀
』
皇
極
二
年
四
月
己
亥
条
に
は
「
西
風
而
雹
、
天
寒
。
人
着
二
綿
袍
三
領
一
」
と
あ
る
。

（
（（
）

　『
令
集
解
』
神
祇
令
大
忌
祭
条
令
釈
に
は
「
差
二
五
位
以
上
一
充
レ
使
」、「
古
記
無
レ
別
」
と
み

え
、
前
掲
の
弘
仁
太
政
官
式
逸
文
に
も
「
定
二
五
位
以
上
卜
食
者
四
人
一
」
と
あ
る
。
延
喜
太

政
官
式
大
忌
風
神
条
で
は
「
点
定
社
別
王
臣
五
位
已
上
各
一
人
」、
延
喜
式
部
式
大
忌
風
神
使

条
に
も
「
凡
大
忌
、
風
神
二
祭
使
、
王
臣
、
五
位
王
二
人
、
臣
二
人
、
若
王
五
位
不
レ
足
社
、

聴
レ
差
二
王
四
位
一
（
以
下
略
）」
と
み
え
、
さ
ら
に
延
喜
四
時
祭
式
で
も
「
王
臣
五
位
已
上
各

一
人
」
と
あ
る
。

（
（（
）

　『
紀
』
天
武
元
年
六
月
甲
申
条
、
天
武
二
年
十
二
月
戊
戌
条
、
同
十
年
三
月
丙
戌
条
、
同

十
一
年
三
月
甲
午
朔
条
、
同
十
三
年
二
月
庚
辰
条
、
同
年
閏
四
月
壬
辰
条
。
な
お
天
武
十
四
年

九
月
庚
寅
条
で
「
弥
努
王
」
な
る
人
物
が
京
畿
内
の
人
夫
の
兵
の
校
閲
の
任
務
に
当
た
っ
て
い

る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
胡
口
靖
夫
氏
（「
美
努
王
を
め
ぐ
る
二
、
三
の
考
察
」『
国
史
学
』

九
二
号
、
一
九
七
四
年
）
に
よ
り
、
別
の
人
物
で
あ
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
諸
王
で

は
小
紫
位
を
有
す
る
の
は
異
例
だ
が
、
天
武
天
皇
の
信
任
の
厚
い
年
配
の
人
物
で
あ
る
と
い
う

指
摘
が
『
日
本
古
典
文
学
大
系

　日
本
書
紀
』
の
頭
注
に
あ
る
。

（
（（
）

　『
紀
』
天
武
十
年
七
月
辛
未
条
、
同
十
一
年
五
月
戊
申
条
、
同
十
四
年
九
月
戊
午
条
。
そ
の

血
縁
関
係
等
は
不
明
で
は
あ
る
が
、
佐
伯
連
子
麻
呂
は
「
大
化
改
新
」
の
時
に
蘇
我
入
鹿
を
討

つ
予
定
で
あ
っ
た
人
物
で
あ
り
、
大
化
元
年
（
六
四
五
）
に
は
古
人
皇
子
を
攻
め
た
記
録
が
あ

る
。
ま
た
、
佐
伯
連
大
目
は
壬
申
の
乱
の
功
臣
で
あ
っ
た
。

（
（（
）

　山
根
惇
志
「
天
武
朝
に
お
け
る
広
瀬
大
忌
祭
・
龍
田
風
神
祭
に
就
て
」（『
古
事
記
年
報
』

三
一
号
、
一
九
八
九
年
）。
氏
は
、
天
武
八
年
四
月
よ
り
両
社
の
表
記
の
順
番
が
「
広
瀬
・
龍
田
」

と
逆
に
な
る
の
は
、
関
の
設
置
に
伴
い
「
軍
防
の
事
実
が
現
実
性
を
持
っ
て
」
く
る
た
め
龍
田

の
祭
祀
の
意
義
が
後
退
し
た
た
め
と
指
摘
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
天
武
四
年
の
両
祭
祀
の
初
見
記

事
で
派
遣
さ
れ
た
四
名
の
人
物
は
「
上
級
の
武
官
」
で
あ
り
、
両
社
の
祭
祀
は
「
軍
事
的
目
的

を
兼
ね
て
始
め
ら
れ
た
も
の
と
し
か
思
へ
な
い
」
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

（
（6
）

　前
掲
註（
6
）平
林
氏
著
書
。
以
下
、
氏
の
説
を
参
照
す
る
と
き
は
、
こ
れ
に
よ
る
。

（
（7
）

　県
主
や
広
瀬
・
龍
田
地
域
の
豪
族
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註（
6
）平
林
氏
著
書
の
他
、
次
の

も
の
を
参
照
し
た
。
辰
巳
和
弘
「
平
群
氏
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」（
上
・
下
）（『
古
代
学
研

究
』
六
四
・
六
五
号
、
一
九
七
二
年
）、
佐
伯
有
清
・
高
嶋
弘
志
編
『
国
造
・
県
主
関
係
史
料
集
』

（
近
藤
出
版
社
、一
九
八
二
年
）、加
藤
謙
吉
「
大
和
王
権
の
地
域
的
特
性
と
藤
ノ
木
古
墳
」（『
大

和
政
権
と
古
代
氏
族
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
年
）、
小
林
敏
男
『
古
代
王
権
と
県
・
県
主

制
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
年
）
な
ど
。

（
（8
）  

大
和
川
に
つ
い
て
は
主
に
次
の
も
の
を
参
照
し
た
。
藤
岡
健
二
郎
『
大
和
川
』（
学
生
社
、

一
九
七
二
年
）、
亀
井
輝
一
郎
「
大
和
川
と
物
部
氏
」（
横
田
健
一
編
『
日
本
書
紀
研
究
』
九
、

一
九
七
六
年
）、
前
川
明
久
「
蘇
我
氏
と
大
和
川
」（『
日
本
古
代
氏
族
と
王
権
の
研
究
』
法
政

大
学
出
版
局
、
一
九
八
六
年
）、
大
和
川
水
系
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
編
『
大
和
川
付

け
替
え
三
〇
〇
年
―
そ
の
歴
史
と
意
義
を
考
え
る
』（
雄
山
閣
、
二
〇
〇
七
年
）。

（
（9
）

　以
下
、
道
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註（
（0
）の
山
本
氏
著
書
、
岸
俊
男
「
大
和
の
古
道
」（『
日

本
古
文
化
論
攷
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
〇
年
）、
中
村
太
一
「
大
和
国
に
お
け
る
計
画
道
路

体
系
の
形
成
過
程
」（『
国
史
学
』
一
五
五
号
、
一
九
九
六
年
）
を
参
照
し
た
。
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（
（0
）

　新
川
登
亀
男
「
平
城
遷
都
と
法
隆
寺
の
道
―
天
平
十
九
年
『
法
隆
寺
伽
藍
縁
起
并
流
記
資
材

帳
』
を
読
む
―
」（
王
勇
・
久
保
木
秀
夫
編
『
奈
良
・
平
安
期
の
日
中
文
化
交
流
―
ブ
ッ
ク
ロ
ー

ド
の
視
点
か
ら
―
』
農
山
漁
村
文
化
協
会
、
二
〇
〇
一
年
）

（
（（
）

　前
掲
註（
（
）拙
稿
。

（
（（
）

　前
掲
註（
（
）拙
稿
。

（
（（
）

　前
掲
註（
6
）青
木
氏
著
書
に
、「
ウ
カ
」
は
ウ
カ
ノ
ミ
タ
マ
の
ウ
カ
、
ト
ヨ
ウ
ケ
ビ
メ
ノ
神

や
ウ
ケ
モ
チ
ノ
神
の
「
ウ
ケ
」
と
同
じ
と
の
指
摘
が
あ
る
。

（
（（
）

　青
木
氏
は
言
及
し
て
い
な
い
が
『
記
』
の
宇
迦
之
御
魂
神
、『
紀
』
の
倉
稲
魂
神
も
、
具
体

的
な
広
瀬
の
神
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
は
な
く
、
抽
象
的
な
神
の
認
識
の
上
に
た
つ
も
の
で

あ
ろ
う
。
や
は
り
、
氏
の
指
摘
通
り
、
記
紀
に
は
広
瀬
と
龍
田
の
祭
神
に
つ
い
て
は
記
載
が
な

い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
（（
）

　前
掲
註（
6
）平
林
氏
著
書
に
お
い
て
、『
大
和
志
料
』、『
河
相
宮
縁
起
』、「
長
琳
寺
縁
起
」、『
広

瀬
社
縁
起
』
所
引
「
社
家
縁
起
」
の
所
伝
を
分
析
さ
れ
、
広
瀬
社
が
衰
微
す
る
前
の
十
五
世
紀

初
頭
ま
で
は
確
実
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
在
地
の
古
伝
承
に
、
広
瀬
社
の
祭
神
を
水
足
明
神
と

称
し
た
こ
と
と
、水
足
明
神
が
長
林
寺
の
鎮
守
で
あ
っ
た
こ
と
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

広
瀬
社
が
天
武
期
に
国
家
祭
祀
化
し
た
以
降
も
、
広
瀬
郡
の
人
々
は
古
く
か
ら
奉
祭
さ
れ
て
き

た
水
神
を
水
足
明
神
と
称
し
、国
家
祭
祀
と
は
全
く
別
固
に
祀
っ
て
き
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、広
瀬
社
の
祭
神
は
在
地
で
は
水
足
明
神
と
呼
ば
れ
る
水
神
で
あ
っ
た
と
論
じ
ら
れ
た
。

　
　
　『

大
和
志
料
』
に
は
当
縁
起
の
広
瀬
神
社
崇
神
朝
創
始
説
を
記
す
の
み
で
あ
る
。『
広
瀬
社
縁

起
』
は
、
そ
の
奥
書
か
ら
広
瀬
神
社
社
家
衆
の
持
ち
伝
え
て
き
た
「
社
家
縁
起
」
に
吉
田
（
卜

部
）
家
の
「
累
葉
秘
伝
之
神
抄
」
を
混
入
し
て
編
述
さ
れ
た
こ
と
が
判
る
。
し
た
が
っ
て
、
中

世
的
潤
飾
も
あ
り
、
一
概
に
信
用
し
て
し
ま
う
の
は
問
題
で
あ
る
が
、「
社
家
縁
起
」
を
引
用

し
た
部
分
に
関
し
て
は
広
瀬
社
の
古
伝
承
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
土
岐
昌
訓
氏
（「
広
瀬
神

社
所
蔵
の
河
相
宮
縁
起
」（『
神
社
史
の
研
究
』
お
う
ふ
う
、
一
九
九
五
年
）
が
縁
起
の
原
作
年

代
は
十
六
世
紀
初
頭
と
推
定
す
る
こ
と
が
可
能
と
す
る
よ
う
に
、
水
神
へ
の
信
仰
が
、
平
林
氏

の
指
摘
す
る
よ
う
に
舒
明
朝
ま
で
確
実
に
遡
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　
　
　ま

た
、平
林
氏
は
、龍
田
社
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、『
龍
田
大
明
神
御
事
』
所
引
「
河
相
縁
起
」

（『
神
道
大
系

　神
社
編

　大
和
国
』（
神
道
大
系
編
纂
会
、
一
九
八
七
年
）
所
収
。
本
史
料
は

応
永
十
二
年
（
一
四
二
五
）
七
月
二
十
八
日
書
写
の
奥
書
を
持
つ
。）
の
「
龍
田
大
明
神
与
二

当
社
一
。
昔
於
二
天
上
一
夫
婦
御
契
約
云
云
、
龍
田
陽
神
、
広
瀬
陰
神
歟
」
と
水
足
明
神
と
龍
田

大
明
神
は
天
上
で
夫
婦
の
約
束
が
あ
っ
た
た
め
、
広
瀬
社
と
龍
田
社
は
同
時
一
対
に
祭
ら
れ
た

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、『
龍
田
大
明
神
御
事
』
は
十
五
世
紀
の
史
料
な
の
で
、
国
家
祭

祀
と
し
て
成
立
し
た
時
期
に
ま
で
そ
の
説
が
遡
れ
る
か
は
不
明
で
あ
る
。

（
（6
）  

前
掲
註（
（0
）次
田
氏
著
書
、
白
石
光
邦
『
祝
詞
の
研
究
』（
至
文
堂
、
一
九
四
一
年
）、
三
宅

和
朗
「『
延
喜
式
』
祝
詞
の
成
立
」（『
古
代
国
家
の
神
祇
と
祭
祀
』
吉
川
弘
文
館
、一
九
九
五
年
）

に
よ
る
。

（
（7
）

　原
宣
命
体
。
訓
読
文
は
前
掲
註（
9
）に
従
っ
た
。

（
（8
）

　早
川
庄
八
「
律
令
制
と
天
皇
」（『
日
本
古
代
官
僚
制
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
）

（
（9
）

　す
で
に
西
宮
氏
は
、
前
掲
註（
6
）著
書
に
て
「
大
和
国
六
御
県
の
神
祇
祭
祀
は
大
忌
祭
の

祝
詞
か
ら
（
中
略
）
七
世
紀
以
前
に
遡
及
で
き
る
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
」
と
指
摘
さ
れ
、

大
忌
祭
は
「
ヤ
マ
ト
王
権
の
六
御
県
の
神
祇
祭
祀
支
配
を
、
一
カ
所
に
統
合
す
る
意
図
を
も
っ

て
設
定
さ
れ
た
と
思
わ
れ
」、
風
神
祭
と
も
に
天
武
四
年
よ
り
実
行
さ
れ
た
と
の
見
解
を
提
示

さ
れ
て
い
る
。
佐
々
田
氏
も
、
前
掲
註（
6
）論
文
に
て
、
西
宮
説
の
六
御
県
と
い
う
地
域
を

統
合
し
た
祭
祀
で
あ
っ
た
と
い
う
見
解
は
引
き
継
い
で
い
る
が
、
六
御
県
の
祭
祀
が
広
瀬
大
忌

祭
以
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
断
定
で
き
ず
、
令
制
以
前
の
大
和
の
六
御
県
と
広
瀬
・
龍

田
社
の
祭
祀
の
関
係
は
明
ら
か
で
は
な
く
、
広
瀬
と
龍
田
の
祭
祀
は
、
川
上
に
あ
る
六
御
県
や

山
口
神
を
合
祭
す
べ
き
場
所
と
し
て
川
下
の
両
社
が
選
ば
れ
た
と
指
摘
さ
れ
た
。

（
（0
）

　延
喜
四
時
祭
式
祈
年
祭
条
で
は
、
祈
年
祭
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
山
口
神
は
十
三
座
と
な
っ

て
い
る
。
先
述
し
た
十
四
座
の
う
ち
、
畝
火
（
高
市
郡
）
と
耳
成
山
口
（
十
市
郡
）
が
な
く
、

甘
樫
山
口
社
が
入
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
相
違
が
生
じ
た
理
由
は
不
明
で
あ
る
が
、
甘
樫
山
口

社
は
、
六
国
史
・
延
喜
神
名
式
・
延
喜
臨
時
祭
式
祈
雨
神
祭
条
に
も
み
え
な
い
た
め
、
延
喜
神

名
式
で
い
う
甘
樫
社
（
高
市
郡
）
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
が
、
前
掲
註（
9
）の
祈
年
祭
の

頭
注
に
あ
る
。
ま
た
、
高
階
成
章
氏
は
、
十
四
所
で
あ
っ
た
山
口
神
は
、
更
に
新
た
な
事
情
に

よ
っ
て
四
時
祭
式
の
十
三
所
と
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。（「
大
和
国
の
式
内
社
に
つ
い
て
」

『
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
』
一
七
号
、
一
九
六
六
年
）
い
ず
れ
に
せ
よ
大
忌
祭
条

で
い
う
十
四
社
は
本
文
で
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
と
判
断
す
る
。

（
（（
）

　丸
山
裕
美
子
「
斎
院
相
嘗
祭
と
諸
社
相
嘗
祭
―
令
制
相
嘗
祭
の
構
造
と
展
開
」（『
愛
知
県
立

大
学
文
学
部
論
集
日
本
文
化
学
科
編
』
四
八
号
、
一
九
九
九
年
）

（
（（
）

　鴻
巣
隼
雄
「
日
本
書
紀
の
編
纂
に
就
い
て
―
特
に
使
用
語
句
を
通
じ
て
見
た
る
―
」（『
日
本

語
学
研
究
』
三
号
、
一
九
三
九
年
）、
山
田
英
男
「
日
本
書
紀
の
編
纂
過
程
と
紀
年
法
」（『
神

道
学
』
七
号
、
一
九
五
五
年
）、
坂
本
太
郎
執
筆
担
当
「
日
本
書
紀 

解
説
」（
日
本
古
典
文
学

大
系
『
日
本
書
紀
』
下
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
）、
森
博
達
『
日
本
書
紀
の
謎
を
解
く
』

（
中
公
新
書
、
一
九
九
九
年
）
参
照
。

（
（（
）

　前
掲
註（
（（
）森
氏
著
書
。

（
（（
）

　畑
井
出
「
古
代
祈
雨
祭
祀
の
展
開
と
暦
法
の
変
遷
」（
吉
田
晶
編
『
日
本
古
代
の
国
家
と
村

落
』
塙
書
房
、
一
九
九
八
年
）。

（
（（
）

　前
掲
註（
6
）佐
々
田
氏
論
文
。

（
（6
）

　木
村
徳
国
「
ホ
ク
ラ
と
神
殿
」（『
日
本
建
築
学
会
大
会
学
術
講
演
梗
概
集
』
一
九
七
五
年
）、

「
上
代
四
文
献
と
ヤ
シ
ロ
―
ヤ
シ
ロ
の
基
礎
的
考
察
そ
の
（
―
」（『
日
本
建
築
学
会
論
文
報
告

集
』
三
二
二
号
、
一
九
八
二
年
）。

　
　
　試

み
に
『
紀
』
に
お
け
る
「
祠
」
の
使
用
例
を
み
て
く
と
、「
祠
」
は
「
伊
勢
神
」
に
対
し

て
使
用
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
伊
勢
神
に
「
祭
」
が
使
わ
れ
る
の
は
『
紀
』
巻
七
で
「
天
照
大
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神
」
に
対
し
て
使
用
さ
れ
る
一
例
の
み
で
あ
る
。
た
だ
し
巻
七
で
は
「
祠
」
と
い
う
文
字
が
一

切
使
わ
れ
な
い
の
で
巻
毎
の
編
纂
過
程
に
起
因
す
る
可
能
性
も
あ
る
。
ま
た
「
祀
」
は
基
本
的

に
「
祭
祀
」
と
い
う
熟
語
で
使
用
さ
れ
る
。「
祭
祀
」「
祀
」
が
伊
勢
神
に
対
し
て
使
わ
れ
る
例

は
な
い
。「
祠
」「
祭
」「
祀
」
の
使
い
分
け
に
つ
い
て
は
別
に
検
討
し
た
い
。

（
（7
）

　た
だ
し
、
巻
一
二
～
一
五
は
除
く
。
こ
れ
ら
の
巻
で
は
「
祠
」
が
使
用
さ
れ
、「
祭
」
は
一

切
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。

（
（8
）

　平
成
一
六
～
一
八
年
度 

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
基
幹
研
究
「
神
仏
信
仰
に
関
す
る
通
史
的

研
究
Ⅰ
」（
代
表
三
浦
正
幸
）
研
究
会
の
成
果
に
よ
る
。
特
に
古
代
神
社
に
関
す
る
整
理
に
つ

い
て
は
、
有
富
純
也
氏
の
口
頭
報
告
「
神
社
社
殿
の
成
立
と
律
令
国
家
」
を
参
考
と
し
た
。

（
（9
）

　義
江
彰
夫
「
律
令
制
下
の
村
落
祭
祀
と
公
出
挙
制
」（『
歴
史
学
研
究
』
三
八
〇
号
、

一
九
七
二
年
）、
丸
山
茂
『
神
社
建
築
史
論
―
古
代
王
権
と
祭
祀
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、

二
〇
〇
一
年
）
な
ど
を
参
照
。
な
お
、
丸
山
茂
氏
は
「
祠
」
は
境
界
の
神
に
対
し
て
使
用
さ
れ

る
と
指
摘
さ
れ
る
。

（
（0
）

　持
統
六
年
以
前
と
以
後
の
編
纂
過
程
に
よ
る
違
い
で
あ
る
と
も
解
釈
で
き
る
。

（
（（
）

　前
掲
註（
6
）佐
々
田
氏
論
文
な
ど
。

（
（（
）

　井
上
光
貞
「
神
祇
令
の
特
質
と
そ
の
成
立
」（『
日
本
古
代
の
王
権
と
祭
祀
』
東
京
大
学
出
版

会
、
一
九
八
四
年
）、
古
瀬
奈
津
子
「
雨
乞
い
の
儀
式
に
つ
い
て
～
唐
の
祠
令
と
日
本
の
神
祇

令
～
」（
唐
代
史
研
究
会
報
告
第
Ⅷ
集
『
東
ア
ジ
ア
史
に
お
け
る
国
家
と
地
域
』
刀
水
書
房
、

一
九
九
九
年
）
な
ど
。

（
（（
）

　仁
井
田
陞
著
・
池
田
温
編
集
代
表
『
唐
令
拾
遺
補
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
年
）。

（
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
・
後
期
博
士
課
程
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　国

立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
部
リ
サ
ー
チ
ア
シ
ス
タ
ン
ト
）

（
二
〇
〇
八
年
六
月
一
七
日
受
理
、
二
〇
〇
八
年
七
月
二
九
日
審
査
終
了
）
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し
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れ
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み
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あ
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だ
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巻
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「
祠
」
と
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字
が
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切
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わ
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あ
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。
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さ
れ
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わ
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祠
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祭
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祀
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に
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討
し
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（
（7
）
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～
一
五
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く
。
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巻
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「
祠
」
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れ
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」
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一

切
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さ
れ
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い
。
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（8
）
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六
～
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八
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史
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す
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史
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Ⅰ
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古
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。
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（9
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落
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史
学
研
究
』
三
八
〇
号
、

一
九
七
二
年
）、
丸
山
茂
『
神
社
建
築
史
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古
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〇
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一
年
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さ
れ
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。
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四
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史
研
究
会
報
告
第
Ⅷ
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史
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）。
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〇
八
年
六
月
一
七
日
受
理
、
二
〇
〇
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The Establishment and the Role of Hirose-Ooimi Festival 
and Tatsuta-Fuujin Festival

YAMAGUCHI Eri 

The Hirose -Ooimi festival and the Tatsuta-Fuujin festival are both annual festivals prescribed by the 

Jingiryo(laws concerning kami). They were held in April and July in lunar calendar, in which prayers were offered 

for favorable weather. A considerable amount of research has already been conducted on these two festivals. 

However, such research does not explain why the two shrines are located on different sides of the Yamato River, 

why these two locations were chosen, or why the festivals have continued to be held simultaneously as a pair.

A study of records concerning the Hirose -Ooimi festival and the Tatsuta-Fuujin festival in the Nihon Shoki 

revealed the following seven points: 1) from 675 CE the Hirose and Tatsuta festivals were basically held annually 

in April and July according to the lunar calendar, and from 690 they were held every year without fail; 2) the 

locations of Tatsuta and Hirose shrines are written only in April 675, the first record; 3) the officials who were 

dispatched is mentioned only in the first record also; 4) the Fuujin (kami of wind) was worshipped at Tatsuta 

and the Ooimi- no- kami at Hirose, and they were never mixed up; 5) the order in which the two names appeared 

changed from Tatsuta and Hirose to Hirose and Tatsuta in April 679; 6) the standard term “court-dispatched 

official” appears from the “Records of Jito”; and 7) a different Chinese character was used for the word “festival” 

from April 692.

An examination of these points found that these two shrines did not necessarily arise spontaneously, but 

were established by the state. Hirose had come under state control at an earlier stage than Tatsuta. Due to its 

convenient river transportation, state festivals came to be held in Hirose that enshrined the kami of the “six 

districts of Yamato”and the yamanokuchi-no-kami (kami of mountain entrance) altogether. On the other hand, 

not much was known about the Tatsuta district. Even though Tatsuta was a strategic point between Yamato 

and Kawachi region, it was a difficult place to pass. Also according to Engi-Noritoshiki, it was thought that in 

Tatsuta, there was a kami that causes bad wind for agriculture. The building of Tatsuta Road and the holding of 

state festivals here with Hirose together, signifies an attempt to control the heterogeneous cultural heritage of 

Tatsuta. Both places possessed elements such as agricultural and geographical importance that greatly affected 

the foundation of the ancient state. This was the significant reason to combine the two, which has continued. The 

holding of these two festivals as a pair symbolized the completion of centralization across Japan, to say concretely, 

it meant the power of the ancient state has completely expanded from the Yamato Basin to the Yamato Valley. 
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